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に
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は
じ
め
に

　

日
本
民
法
は
、
そ
の
制
定
当
初
か
ら
、
遺
言
内
容
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
遺
言
執
行
者
制
度
を
設
け
て
い
た
が
、
従
来
、
遺
言
執
行
者

の
利
用
は
少
な
く
、
問
題
点
の
指
摘
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
議
論
が
そ
れ
ほ
ど
高
ま
ら
な
い
ま
ま
運
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
の
遺

言
の
増
加）

1
（

に
伴
っ
て
遺
言
執
行
者
の
利
用
も
増
え）

2
（

、
遺
言
執
行
者
制
度
に
か
か
わ
る
判
例
・
裁
判
例
が
し
ば
し
ば
公
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
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て
き
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
遺
言
執
行
者
へ
の
期
待
も
高
ま
り
つ
つ
あ
る
と
言
わ
れ
る
中
、
遺
言
執
行
者
制
度
の
解
釈
や
運

用
に
つ
い
て
整
理
・
検
討
し
て
お
く
必
要
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る）

3
（

。

　

わ
が
国
の
相
続
法
は
、
遺
言
執
行
者
の
選
任
か
ら
執
行
の
終
了
ま
で
一
通
り
の
規
定
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
簡
潔

か
つ
概
括
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
詳
細
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
。
最
も
古
く
か
ら
問
題
と
な
っ
て
き
た
の
は
、

遺
言
執
行
者
の
法
的
地
位
で
あ
る）

4
（

。
民
法
は
、﹁
遺
言
執
行
者
は
、
相
続
人
の
代
理
人
と
み
な
す
﹂
と
規
定
す
る
（
民
法
一
〇
一
五
条
）。
し

か
し
、
大
審
院
明
治
三
六
年
二
月
二
五
日
判
決
・
民
録
九
輯
一
九
〇
頁
は
、
遺
言
執
行
者
は
常
に
相
続
人
の
代
理
人
と
し
て
そ
の
権
利
の
み

を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、
民
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
通
り
、
相
続
財
産
の
管
理
そ
の
他
遺
言
の
執
行
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
な
す
権
利

義
務
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
相
続
人
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
判
例
は
、

民
法
一
〇
一
五
条
に
配
慮
し
つ
つ
も
、
そ
の
規
定
内
容
を
超
え
る
法
的
地
位
を
遺
言
執
行
者
に
認
め
て
い
る）

5
（

。

　

他
方
、
こ
の
よ
う
な
法
的
地
位
の
解
釈
か
ら
は
、
遺
言
執
行
者
に
い
か
な
る
職
務
や
権
利
義
務
が
認
め
ら
れ
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に

な
ら
な
い
。
ま
た
、
民
法
も
﹁
遺
言
執
行
者
は
、
相
続
財
産
の
管
理
そ
の
他
遺
言
の
執
行
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る
権
利
義
務
を
有
す

る
﹂
と
規
定
す
る
の
み
で
あ
り
（
民
法
一
〇
一
二
条
）、
具
体
的
な
職
務
や
権
利
義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
点
、
通

説
は
次
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
ま
ず
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
は
被
相
続
人
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
遺
言
内
容
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
と

し
て
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
を
、
被
相
続
人
が
遺
言
に
よ
っ
て
な
す
こ
と
の
で
き
る
行
為
、
い
わ
ゆ
る
法
定
遺
言
事
項
に
限
定
す
る
。
そ
の

上
で
、
各
遺
言
事
項
に
つ
い
て
も
、
執
行
の
余
地
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
対
象
事
項
を
限
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、

遺
言
事
項
は
、
一
般
に
、
①
執
行
が
必
要
で
あ
り
、
遺
言
執
行
者
の
み
が
執
行
で
き
る
事
項
、
②
執
行
が
必
要
で
あ
る
が
、
遺
言
執
行
者
で

も
相
続
人
で
も
執
行
で
き
る
事
項
、
③
遺
言
の
効
力
発
生
と
同
時
に
内
容
が
実
現
さ
れ
る
か
ら
、
執
行
の
余
地
が
な
い
と
さ
れ
る
事
項
に
分

類
さ
れ
る
。
遺
言
執
行
者
の
職
務
対
象
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
②
の
事
項
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
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二

　

こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
、
近
年
の
学
説
で
は
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
対
象
事
項
を
広
く
解
す
る
見
解
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た）

6
（

。
こ
れ
は
、
遺
言
者
た
る
被
相
続
人
が
、
自
ら
の
意
思
に
沿
っ
た
財
産
処
分
の
実
現
の
た
め
に
、
ま
た
、
円
滑
な
相
続
手
続
き
の
実

施
の
た
め
に
、
遺
言
執
行
者
の
幅
広
い
活
動
に
期
待
し
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
遺
言
執
行
者
の
権
限
の
拡
大
を
望
む
と
い
う
傾
向
に
応
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
遺
産
の
売
却
や
債
権
の
取
立
て
、
債
務
の
弁
済
と
い
っ
た
清
算
事
務
は
、
法
定
遺
言
事
項
で
な
い
た
め
、

執
行
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が）

7
（

、
こ
れ
に
つ
い
て
も
執
行
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る）

8
（

。
ま
た
、
前
述
の
②
と
③
の
区

別
基
準
が
曖
昧
な
こ
と
か
ら
、
各
遺
言
事
項
を
い
ず
れ
に
分
類
す
る
か
、
各
分
類
の
中
で
も
各
遺
言
事
項
に
つ
い
て
遺
言
執
行
者
は
ど
の
よ

う
な
範
囲
で
職
務
を
行
う
べ
き
か
、
議
論
が
見
ら
れ
る）

9
（

。
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
遺
言
執
行
者
の
役
割
を
、
目
的
財
産
の
権
利
を
帰
属
さ
せ

る
と
い
う
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
に
お
く
か
、
あ
る
い
は
、
実
際
に
目
的
財
産
を
移
転
さ
せ
る
と
い
う
具
体
的
な
レ
ベ
ル
に
お
く
か
、
と
い
う
視

点
の
差
異
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）
₁₀
（

。
す
な
わ
ち
、
法
解
釈
上
は
遺
言
の
内
容
が
遺
言
の
効
力
発
生
と
同
時
に
実
現
さ
れ
る

と
解
さ
れ
る
と
し
て
も
、
さ
ら
に
遺
言
執
行
者
に
遺
産
の
管
理
機
能
や
分
配
機
能
、
遺
産
承
継
事
務
の
実
施
機
能
な
ど
を
、
遺
言
執
行
者
の

役
割
と
し
て
認
め
る
か
否
か
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
の
と
こ
ろ
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
や
権
限
は
、
明
文
の
規
定
が
包
括
的
で
あ
る
た
め
に

広
く
も
狭
く
も
解
釈
す
る
余
地
が
あ
る
と
言
え
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論
は
な
お
揺
れ
動
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
言
執
行
者
の
職

務
や
権
限
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
遺
言
執
行
者
と
は
い
か
な
る
役
割
を
担
う
べ
き
存
在
な
の
か
、
と
い
う
点
を
意
識
し
つ

つ
、
適
切
な
職
務
お
よ
び
権
限
の
範
囲
を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ド
イ
ツ
の
遺
言
執
行
者
制
度
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
、
日
本
の

遺
言
執
行
者
制
度
が
主
と
し
て
ド
イ
ツ
の
遺
言
執
行
者
制
度
を
参
考
に
し
て
作
ら
れ
た
た
め
に
、
構
造
上
の
類
似
点
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る）
₁₁
（

。
他
方
で
、
ド
イ
ツ
で
は
極
め
て
詳
細
な
規
定
を
設
け
て
お
り
、
遺
言
執
行
者
に
認
め
ら
れ
て
い
る
職
務
や
権
限
の
範
囲
が
広
い
と
い

う
特
徴
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
日
本
の
遺
言
執
行
者
制
度
が
被
相
続
人
の
意
思
の
実
現
と
円
滑
な
相
続
の
実
行
を
目
指
し
、
今
後
の
発
展
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が
期
待
さ
れ
る
昨
今
、
ド
イ
ツ
相
続
法
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
制
度
の
在
り
方
は
、
日
本
の
遺
言
執
行
者
制
度
の
在
り
方
を
探
る
一
つ
の
指

標
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
の
相
続
法
と
日
本
の
相
続
法
は
、
そ
も
そ
も
、
制
度
設
計
と
し
て
各
相
続
財
産
の
承
継
態
様

か
ら
登
記
関
係
に
至
る
ま
で
、
相
違
点
が
多
々
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
遺
言
執
行
者
に
関
す
る
ド
イ
ツ
相
続
法
上
の
規
定
や
解
釈
、
運
用

が
、
日
本
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
る
と
は
考
え
難
い
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
基
本
的
な
遺
言
執
行
者
の
役
割
や
位
置
づ
け
、

あ
る
い
は
そ
の
職
務
や
権
限
に
つ
い
て
の
解
釈
か
ら
何
ら
か
の
示
唆
を
得
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
制
度
の
形
成
過
程
や
現
在
の
ド
イ
ツ
相
続
法
の
規
定
を
概
観
し
た
上
で
、
遺
言
執
行

者
の
職
務
権
限
に
つ
い
て
争
わ
れ
て
き
た
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
判
例
を
中
心
に
分
析
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
基
本
的

な
位
置
づ
け
と
、
そ
の
職
務
権
限
の
限
界
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
二
章　

ド
イ
ツ
遺
言
執
行
者
制
度
の
概
要

　

第
一
節　

緒　

言

　

元
来
、
遺
言
執
行
者
制
度
と
は
、
相
続
人
に
代
わ
り
、
遺
言
執
行
者
が
遺
産
に
つ
い
て
法
律
上
お
よ
び
事
実
上
の
支
配
権
を
有
す
る
こ
と

を
認
め
る
制
度
で
あ
る
。
他
方
で
ド
イ
ツ
相
続
法
は
、
相
続
開
始
と
同
時
に
遺
産
が
相
続
人
に
帰
属
す
る
と
い
う
包
括
承
継
を
基
礎
と
し
て

お
り
、
遺
言
執
行
者
制
度
は
、
こ
の
包
括
承
継
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
点
を
指
し
て
、
遺
言
執
行
者
制
度
は
ド
イ
ツ
相
続

法
に
お
け
る
﹁
異
物
﹂
と
も
表
現
さ
れ
る）
₁₂
（

。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
実
務
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
制
度
の
果
た
す
役
割
は
極
め
て
大
き
い）
₁₃
（

。

す
な
わ
ち
、
遺
言
執
行
に
よ
っ
て
、
被
相
続
人
が
死
後
も
自
ら
の
意
思
に
沿
っ
た
財
産
処
理
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
円
滑
に
相

続
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
務
上
の
意
義
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
遺
言
執
行
者
制
度
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
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る
と
の
評
価
を
受
け
る）
₁₄
（

。

　

そ
れ
だ
け
に
、
実
際
に
遺
言
執
行
お
よ
び
遺
言
執
行
者
に
つ
い
て
規
定
し
、
運
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
法
的
な
性
質
や
位
置

づ
け
を
検
討
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
遺
言
執
行
者
と
は
ど
の
よ
う
な
地
位
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
職
務
や
権
限
が
認
め
ら
れ
る
か
と

い
う
問
題
は
、
遺
言
執
行
者
制
度
の
根
幹
を
な
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、﹁
遺
言
執
行
者
が
い
か
な
る
権
利
義
務
を
有
し
、
い
か
な
る
行
為

を
な
し
ま
た
は
な
し
え
な
い
か
は
、
利
害
関
係
の
対
立
す
る
遺
言
執
行
者
と
相
続
人
と
の
間
で
常
に
争
わ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
っ
て
、
立
法

は
そ
の
妥
協
で
あ
る）
₁₅
（

﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
は
、
そ
の
国
の
歴
史
や
法
制
度
を
基
盤
と
し
て
、
最
も
妥
当
な
形

を
探
求
し
た
結
果
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
ド
イ
ツ
遺
言
執
行
者
制
度
の
沿
革
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

第
二
節　

遺
言
執
行
者
制
度
の
形
成
と
展
開

　

遺
言
執
行
者
の
前
身
と
な
っ
た
の
は
、
ゲ
ル
マ
ン
法
に
お
け
る
サ
ル
マ
ン
（Salm

ann

）
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る）
₁₆
（

。
サ
ル
マ
ン
と
は
、

所
有
者
か
ら
財
産
の
移
転
を
受
け
、
こ
れ
を
所
有
者
の
指
示
に
従
っ
て
処
分
す
る
こ
と
を
委
ね
ら
れ
た
仲
介
的
受
託
者
で
あ
り）
₁₇
（

、
中
世
に
お

い
て
、
と
り
わ
け
教
会
が
サ
ル
マ
ン
を
積
極
的
に
活
用
し
、
教
会
の
法
的
実
務
に
よ
っ
て
そ
の
取
扱
い
が
発
展
し
た）
₁₈
（

。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
で

遺
言
を
用
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
一
二
世
紀
以
降
は
、
サ
ル
マ
ン
制
度
の
発
展
と
し
て
、
遺
言
の
内
容
を
履
行
す
る
者
、
す
な
わ
ち
遺
言

執
行
者
が
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）
₁₉
（

。

　

こ
の
よ
う
な
遺
言
執
行
者
の
制
度
は
、
普
通
法
に
お
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
さ
ら
な
る
実
務
上
の
発
展
を
遂
げ
て
い

く
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
そ
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
は
、
遺
言
の
内
容
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
と
解
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
公
証
人
役
場
に
よ

る
実
務
上
の
取
扱
い
が
発
展
し
た）
₂₀
（

。
さ
ら
に
、
遺
言
執
行
者
に
関
し
て
諸
々
の
学
説
が
主
張
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
委
任
や
後
見
の
制
度
を

踏
ま
え
つ
つ
、
詳
細
な
制
度
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た）
₂₁
（

。
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こ
の
発
展
の
結
果
と
し
て
、
普
通
法
上
の
遺
言
執
行
者
は
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
遺
言
執
行
者
は

官
庁
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
の
で
は
な
く
被
相
続
人
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
、
第
二
に
、
遺
言
執
行
者
は
、
通
常
、
遺
産
に
つ
い
て
独
自
の
管

理
権
お
よ
び
処
分
権
を
有
し
、
さ
ら
に
第
三
に
、
遺
言
執
行
者
は
そ
の
執
行
に
お
い
て
相
続
人
か
ら
独
立
し
た
地
位
に
あ
る
、
と
さ
れ
た）
₂₂
（

。

　

こ
の
よ
う
に
普
通
法
時
代
の
遺
言
執
行
者
制
度
は
主
と
し
て
実
務
に
お
い
て
発
展
を
遂
げ
た
反
面
、
明
文
で
詳
細
な
規
定
を
置
か
れ
る
こ

と
な
く
用
い
ら
れ
て
い
た）
₂₃
（

。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
民
法
典
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
の
立
法
過
程
に
お
い
て
、
遺
言
執
行
者
制
度
の
規
定
に
あ
た
り
立
法

者
が
も
っ
と
も
意
識
し
た
の
は
、
普
通
法
に
お
け
る
三
つ
の
特
徴
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、﹁
曖
昧
な
制
度
に
明
確
さ
を
も
た
ら
す）
₂₄
（

﹂
こ
と
で
あ

っ
た）
₂₅
（

。
そ
の
結
果
、
現
在
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
詳
細
な
規
定
を
有
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

　

第
三
節　

法
的
地
位
を
め
ぐ
る
論
争

　

遺
言
執
行
者
の
法
的
地
位
は
古
く
か
ら
激
し
く
議
論
さ
れ
、﹁
議
論
の
蜂
の
巣
﹂
と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
に
数
々
の
説
が
唱
え
ら
れ
た）
₂₆
（

。
こ

れ
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
立
法
過
程
で
も
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
第
一
草
案
は
、
遺
言
執
行
者
を
相
続
人
の
代
理
人
と
定
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ

れ
に
は
強
い
批
判
が
加
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
相
続
人
代
理
説
は
、
遺
言
執
行
者
を
相
続
人
か
ら
切
り
離
し
て
両
者
の
依
存
関
係
を
極
力

避
け
て
き
た
と
い
う
遺
言
執
行
制
者
度
の
歴
史
的
使
命
を
忘
れ
て
い
る
、
と
批
判
さ
れ
た）
₂₇
（

。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
、
第
二
草
案
以
後
、

﹁
相
続
人
の
法
律
上
の
代
理
人
と
し
て
﹂
と
の
文
言
は
削
除
さ
れ
る
に
至
っ
た）
₂₈
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
現
在
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
遺
言
執
行
者
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
明
文
の
規
定
を
欠
い
て
い
る
。
現
在
で
も
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る

議
論
は
存
在
す
る
が
、
判
例
お
よ
び
通
説
は
、
遺
言
執
行
者
を
﹁
私
的
な
職
務
の
担
い
手
（der T

räger eines privaten A
m

ts

）﹂
と
解

し
て
お
り）
₂₉
（

、
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）
₃₀
（

。
こ
の
見
解
は
、
遺
言
執
行
者
は
被
相
続
人
に
よ
り
指
示
さ
れ
る
職
務
に
基
づ
い
て
生

じ
る
権
利
を
有
し
、
自
ら
の
名
で
行
動
す
る
地
位
に
あ
る
、
と
い
う）
₃₁
（

。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
他
人
の
財
産
を
管
理
処
分
す
る
と
い
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ド
イ
ツ
相
続
法
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け
る
遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
と
そ
の
限
界

一
〇
六

う
遺
言
執
行
の
性
質
や
相
続
人
の
意
思
か
ら
の
独
立
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
り
、
遺
言
執
行
者
制
度
の
歴
史
的
経
過
に
も
沿
う
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る）
₃₂
（

。
も
っ
と
も
、
遺
言
執
行
者
が
私
的
な
職
務
の
担
い
手
で
あ
ろ
う
と
、
相
続
人
の
代
理
人
で
あ
ろ
う
と
、
実
務
上
の
意
義

に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
し
な
い
と
の
指
摘
も
見
ら
れ
る）
₃₃
（

。

　

第
四
節　

現
行
民
法
典
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
の
規
定

　

次
に
、
以
上
の
よ
う
な
展
開
や
議
論
を
踏
ま
え
て
制
定
さ
れ
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
制
度
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

（
１
）　

遺
言
執
行
者
の
選
任

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
は
、
被
相
続
人
に
よ
る
遺
言
ま
た
は
相
続
契
約
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
一
九
七
条
、
二
二
九

九
条
一
項
））
₃₄
（

。
被
相
続
人
は
、
第
三
者
に
遺
言
執
行
者
を
指
名
す
る
権
利
を
付
与
し
た
り
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
一
九
八
条
一
項
一
文
）、
遺
産
裁
判
所

に
遺
言
執
行
者
の
指
定
を
請
求
す
る
こ
と
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
〇
条
一
項
）
も
で
き
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
被
相
続
人
の
意
思
に
よ
っ
て
遺
言

執
行
者
の
選
任
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
前
述
の
普
通
法
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
特
徴
の
一
つ
が
反
映
さ
れ
て
い
る）
₃₅
（

。

（
２
）　

遺
言
執
行
の
型
式

　

⑴
清
算
執
行　
　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
遺
言
執
行
の
原
則
的
な
型
式
を
設
け
、
そ
れ
に
対
し
て
被
相
続
人
が
一
定
の
変
更
を
加
え
る
こ
と
が
で
き

る
、と
の
枠
組
み
を
採
用
し
た
。
こ
こ
で
は
、原
則
的
か
つ
典
型
的
な
遺
言
執
行
の
型
式
と
し
て
、清
算
執
行（A

bw
icklungsvollstreckung

）

が
想
定
さ
れ
て
い
る）
₃₆
（

。
清
算
執
行
で
は
、
遺
言
執
行
者
は
、
終
意
処
分
の
実
行
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
三
条
）
）
₃₇
（

お
よ
び
遺
産
分
割
の
実
行
（
Ｂ
Ｇ

Ｂ
二
二
〇
四
条
）
を
職
務
と
す
る
。

　

終
意
処
分
の
実
行
と
は
、
被
相
続
人
の
指
示
に
従
っ
て
、
遺
贈
や
負
担
（A

uflage
）
）
₃₈
（

な
ど
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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ま
た
、
清
算
執
行
で
は
、
遺
言
執
行
者
は
、
相
続
人
が
複
数
存
在
す
る
場
合
に
、
遺
産
分
割
計
画
（A

useinandersetzungsplan

）
を

作
成
し
、
遺
産
分
割
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
相
続
人
が
終
意
処
分
に
よ
っ
て
遺
産
分
割
に
関
す
る
定
め
を
し
て
い
た
場
合
、
遺

言
執
行
者
は
、
そ
の
被
相
続
人
の
指
示
あ
る
い
は
推
定
さ
れ
る
考
え
に
沿
っ
て
遺
産
分
割
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
₃₉
（

。
ま
た
、
被
相
続
人
は
、

遺
言
執
行
者
に
つ
き
、
遺
産
分
割
の
権
限
を
剥
奪
し
た
り
、
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
財
産
を
限
定
し
た
り
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
八
、
二
二
〇

九
条
）、
あ
る
い
は
、
遺
産
分
割
自
体
を
禁
止
す
る
旨
を
遺
言
で
指
示
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
四
四
条
）。
他
方
、
遺
産
分
割
に

お
い
て
相
続
人
の
意
思
は
全
く
顧
慮
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
遺
言
執
行
者
は
、
遺
産
分
割
計
画
の
実
行
の
前
に
相
続
人
の
意
見
を
聞
き

（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
四
条
二
項
）、
希
望
や
懸
念
を
表
明
す
る
機
会
を
相
続
人
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る）
₄₀
（

。
し
か
し
、
相
続

人
の
意
思
に
従
う
必
要
は
な
い
た
め）
₄₁
（

、
相
続
人
の
意
思
は
、
遺
言
執
行
者
に
よ
る
遺
産
分
割
の
場
面
で
は
、
必
ず
し
も
反
映
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
遺
言
執
行
者
が
遺
産
分
割
を
行
う
場
合
、
相
続
人
が
遺
言
執
行
者
を
無
視
し
て
遺
産
分
割
を
進
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　

⑵
そ
の
他
の
執
行
型
式　
　

法
律
上
、
清
算
執
行
の
他
に
も
、
い
く
つ
か
の
執
行
型
式
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
型
式
で
は
、
清

算
執
行
と
同
様
に
被
相
続
人
の
指
示
に
基
づ
い
て
遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
が
定
め
ら
れ
る
が
、
遺
言
執
行
者
は
、
必
ず
し
も
終
意
処
分
の

実
現
や
遺
産
分
割
の
実
行
を
職
務
と
す
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
職
務
を
委
ね
ら
れ
る
。

　

①
継
続
的
な
執
行
（D
auervollstreckung

、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
九
条
）
は
、
遺
言
執
行
者
に
対
し
、
長
期
に
わ
た
っ
て
遺
産
の
管
理
を
委

ね
る
と
い
う
執
行
型
式
で
あ
る
。
例
え
ば
、
遺
言
執
行
者
が
遺
産
の
一
部
で
あ
る
貸
家
に
つ
い
て
の
み
、
そ
の
賃
貸
借
が
終
了
す
る
ま
で
管

理
す
る
よ
う
な
場
合
が
考
え
ら
れ
る）
₄₂
（

。
な
お
、
執
行
の
開
始
か
ら
遺
産
の
管
理
の
み
を
委
ね
ら
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
他
の
職
務
が
終
了
し
た

後
に
遺
産
の
管
理
の
み
を
引
き
続
き
長
期
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
点
で
、
遺
産
の
管
理
に
重
点
を
置
く
も
の
の
、
清
算
執
行
に

近
い
型
式
で
あ
り
、
後
者
の
ケ
ー
ス
で
は
終
意
処
分
の
実
現
や
遺
産
分
割
の
実
行
も
職
務
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

②
管
理
執
行
（V

erw
altungsvollstreckung

、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
八
条
二
項
）
は
、
遺
言
執
行
者
が
自
ら
遺
言
内
容
を
実
現
す
る
の
で
は
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な
く
、
相
続
人
に
遺
言
内
容
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
相
続
人
の
監
督
お
よ
び
相
続
人
や
受
遺
者
に
対
す
る
遺
言
内
容
の
履
行
請
求
の
み
を

遺
言
執
行
者
の
職
務
と
す
る
執
行
型
式
で
あ
る
。

　

③
後
位
相
続
人
の
た
め
の
執
行
（N

acherbenvollstreckung

、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
二
二
条
）
は
、
後
位
相
続
人
の
権
利
と
義
務
の
遂
行
を
遺

言
執
行
者
の
職
務
と
す
る
。
こ
の
執
行
型
式
で
は
、
遺
言
執
行
者
の
主
た
る
職
務
は
先
位
相
続
人
を
監
督
す
る
こ
と
で
あ
り
、
後
位
相
続
人

の
利
益
の
た
め
に
活
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る）
₄₃
（

。
具
体
的
に
は
、
遺
産
目
録
の
交
付
請
求
権
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
一
二
一
条
）
や
遺
産
の
状
況
に

つ
い
て
の
報
告
請
求
権
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
一
二
七
条
）
な
ど
の
先
位
相
続
人
に
対
す
る
後
位
相
続
人
の
権
利
を
行
使
し
、
他
方
で
先
位
相
続
人
に

よ
る
遺
産
の
処
分
に
対
す
る
同
意
義
務
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
一
一
〇
条
）
な
ど
の
後
位
相
続
人
の
義
務
を
負
う
。

　

④
受
遺
者
の
た
め
の
執
行
（V

erm
ächtnisvollstreckung

、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
二
三
条
）
は
、
受
遺
者
に
課
さ
れ
た
転
遺
贈
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
一

八
六
条
）
）
₄₄
（

や
負
担
な
ど
の
義
務
を
受
遺
者
に
実
行
さ
せ
る
こ
と
を
遺
言
執
行
者
の
職
務
と
す
る
型
式
で
あ
る
。

（
３
）　

遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限

　

遺
言
執
行
者
の
職
務
や
権
限
は
、
被
相
続
人
の
指
示
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
遺
言
執
行
者
に
対
す
る
被
相
続
人
の
指
示
は
も
っ
ぱ
ら
遺
言
に

お
い
て
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
被
相
続
人
が
遺
言
に
お
い
て
指
示
す
る
こ
と
の
で
き
る
事
項
は
、
法
律
で
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
、
ま
た
は
、

規
定
の
解
釈
や
類
推
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る）
₄₅
（

。
し
た
が
っ
て
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
の
範
囲
も
そ
れ
に
応
じ

て
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
各
共
同
相
続
人
の
持
分
は
各
共
同
相
続
人
の
み
が
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い

る
た
め
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
三
三
条
）、
被
相
続
人
が
遺
言
に
お
い
て
相
続
人
の
持
分
の
処
分
に
つ
い
て
指
示
す
る
こ
と
は
で
き
ず）
₄₆
（

、
遺
言
執
行

者
の
職
務
に
も
な
り
え
な
い
。

　

他
方
で
、
被
相
続
人
が
指
示
す
る
こ
と
の
で
き
る
遺
言
事
項
で
あ
る
も
の
の
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
と
な
ら
な
い
も
の
も
存
在
す
る
。
そ
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も
そ
も
遺
言
執
行
は
、
相
続
法
上
の
制
度
と
し
て
存
在
す
る
た
め
、
そ
の
内
容
お
よ
び
範
囲
は
相
続
法
の
範
囲
に
縛
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

相
続
法
は
、
被
相
続
人
の
財
産
の
法
的
関
係
を
規
定
し
、
原
則
と
し
て
財
産
権
の
承
継
の
み
を
扱
っ
て
い
る）
₄₇
（

こ
と
か
ら
、
遺
言
執
行
の
内
容

は
、
財
産
権
に
関
す
る
職
務
に
限
定
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る）
₄₈
（

。
し
た
が
っ
て
、
遺
言
執
行
を
指
示
す
る
際
、
被
相
続
人
は
、
原
則
と
し
て

親
族
法
上
の
職
務
を
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る）
₄₉
（

。
同
様
に
、
葬
式
の
仕
方
や
方
法
、
改
葬
、
死
体
発
掘
、
死
後
の
臓
器
摘
出
、

氏
名
や
名
誉
の
保
護
な
ど
の
死
者
の
人
格
権
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
本
来
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
と
は
な
り
得
な
い
と
解
さ
れ
る）
₅₀
（

。

　

ま
た
、
被
相
続
人
は
、
遺
産
に
関
連
し
な
い
財
産
に
つ
い
て
遺
言
執
行
者
の
権
限
を
及
ぼ
す
よ
う
指
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら

れ
て
い
る）
₅₁
（

。
例
え
ば
、
生
命
保
険
金
請
求
権
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
生
命
保
険
金
請
求
権
は
、
相
続
開
始
に
よ
っ
て
特
定
の
者
に
帰
属
す
る
も

の
の
、
そ
の
者
の
固
有
の
権
利
で
あ
る
か
ら）
₅₂
（

、
遺
言
執
行
者
の
権
限
は
及
ば
な
い
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
金
の
受
取
人
が
相
続

人
で
あ
っ
て
も
、
遺
言
執
行
者
で
は
な
く
当
該
相
続
人
が
手
続
き
を
行
う
こ
と
に
な
る）
₅₃
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
律
上
の
制
限
が
あ
る
も
の
の
、
法
律
が
許
容
す
る
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
被
相
続
人
は
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
や
権
限
を

自
由
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
相
続
人
は
、
清
算
執
行
に
お
け
る
職
務
や
権
限
を
一
部
排
除
す
る
こ
と
や
、
遺
言
執
行

者
の
執
行
対
象
を
特
定
の
業
務
や
目
的
物
に
制
限
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
七
、
二
二
〇
八
条
）。

　

被
相
続
人
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
遺
言
執
行
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
務
を
行
う
義
務
を
負
う
。
具
体
的
に
は
、
相
続
証

書
の
付
与
の
申
請
、
遺
贈
や
負
担
の
実
行
、
相
続
人
へ
の
遺
産
の
目
的
物
の
移
転
登
記
や
引
渡
し
、
遺
留
分
請
求
や
遺
産
債
務
の
処
理）
₅₄
（

な
ど

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
職
務
を
実
現
す
る
た
め
に
、
遺
産
の
管
理
事
務
と
し
て
、
遺
産
の
確
認
、
確
保
、
維
持
、
利
用
、
処
分
な
ど
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
ず）
₅₅
（

、
遺
言
執
行
者
は
、
遺
言
執
行
の
開
始
に
よ
っ
て
、
遺
産
に
つ
い
て
管
理
処
分
権
を
取
得
す
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
五
条
）。

そ
の
反
面
、
相
続
人
は
遺
産
に
つ
い
て
の
処
分
権
を
失
う
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
一
条
一
項
）。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
権
利
関
係
は
、
遺
産
の

法
的
な
権
利
を
相
続
人
が
有
し
、
遺
言
執
行
者
は
法
律
上
認
め
ら
れ
た
事
実
上
の
遺
産
の
支
配
権
を
有
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る）
₅₆
（

。
遺
言
執
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行
者
が
遺
産
の
包
括
的
な
支
配
権
を
有
す
る
た
め
に
、
そ
の
行
為
如
何
に
よ
っ
て
は
、
遺
産
が
大
幅
に
増
加
す
る
こ
と
も
著
し
く
減
少
す
る

こ
と
も
あ
り
う
る
。
と
り
わ
け
、
継
続
的
な
執
行
の
型
式
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
九
条
）
に
お
い
て
は
、
比
較
的
長
期
に
わ
た
っ
て
遺
産
を
管
理

す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
管
理
を
い
か
に
行
う
か
が
一
層
重
要
に
な
る
。

　

以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
は
、
被
相
続
人
の
意
思
と
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
幅
広
い
職
務
と
権
限

を
有
す
る
。

（
４
）　

遺
言
執
行
者
の
義
務

　

遺
言
執
行
者
に
は
、
遺
産
目
録
の
作
成
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
五
条
）
や
遺
産
の
管
理
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
六
条
）
の
義
務
の
ほ
か
、
委
任
の
規

定
の
準
用
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
八
条
）
に
よ
っ
て
、
報
告
義
務
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
六
六
条
）
や
職
務
終
了
後
の
遺
産
の
引
渡
し
義
務
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
六

七
条
）
な
ど
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
義
務
は
、
被
相
続
人
の
指
示
に
よ
っ
て
免
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い

る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
〇
条
）。
ま
た
、
遺
言
執
行
者
が
そ
の
義
務
を
遵
守
す
る
よ
う
促
す
も
の
と
し
て
、
一
定
の
利
害
関
係
人
に
、
解
任
請

求
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
二
七
条
）
や
損
害
賠
償
請
求
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
九
条
）
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る）
₅₇
（

。

　

第
五
節　

小　

括

　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
制
度
は
、
①
被
相
続
人
に
よ
る
指
名
、
②
遺
産
に
対
す
る
独
自
の
管
理
権
お
よ
び
処
分
権
、
③
相
続
人
か

ら
独
立
し
た
地
位
、
と
い
う
三
つ
の
特
徴
を
有
す
る
制
度
と
し
て
形
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
特
徴
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
が
規
定
す
る
現
行
制
度
に
も
明
確

に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
在
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
は
、﹁
私
的
な
職
務
の
担
い
手
﹂
た
る
地
位
に
あ
る
と
の
解

釈
の
下
に
、
幅
広
い
職
務
と
遺
産
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
権
利
を
有
し
て
い
る
。
と
く
に
ド
イ
ツ
で
は
、
遺
言
執
行
者
が
長
期
間
に
わ
た
っ
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て
遺
産
に
関
与
す
る
継
続
的
な
執
行
の
型
式
を
認
め
て
お
り
、
こ
の
点
は
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
比
べ
て
も
大
き
な
特
徴
と
言
え
る）
₅₈
（

。

　

日
本
の
遺
言
執
行
者
制
度
と
比
較
す
る
と
、
遺
言
執
行
者
に
認
め
ら
れ
て
い
る
職
務
や
権
限
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
で
は
極
め
て
詳
細
な
規
定

を
設
け
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
の
範
囲
が
広
い
点
が
、
差
異
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
、
清
算
執
行
を
中
心
に
い

く
つ
か
の
型
式
を
認
め
、
各
型
式
の
内
容
に
つ
い
て
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
。
他
方
、
日
本
で
は
、
遺
言
執
行
者
は
﹁
相
続
財
産
の
管
理
そ

の
他
遺
言
の
執
行
に
必
要
な
一
切
の
行
為
﹂
を
行
う
者
と
規
定
さ
れ
る
（
民
法
一
〇
一
二
条
）
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
不
明
確
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
被
相
続
人
が
指
示
で
き
る
あ
る
い
は
指
示
で
き
な
い
範
囲
に
つ
い
て
も
、
特
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
七
条
、
二
二
〇
八

条
お
よ
び
二
二
〇
〇
条
に
よ
っ
て
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
日
本
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
遺
言
執
行
者
に
つ
い
て
詳
細
な
規
定
を
有
す
る
が
、
立
法
当
初
か
ら
、
制
度
運
用
の
実
際
に
お
い
て
は
、
判
例

や
学
説
に
解
釈
が
委
ね
ら
れ
て
き
た
点
も
あ
っ
た）
₅₉
（

。
と
く
に
、
遺
言
執
行
者
を
い
か
な
る
も
の
と
捉
え
る
か
、
遺
言
執
行
者
は
い
か
な
る
職

務
や
権
限
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
事
案
を
通
し
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
章
で
は
、
日
本
と
の
差
異

を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
制
度
の
沿
革
や
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
規
定
を
踏
ま
え
、
ド
イ
ツ
遺
言
執
行
者
制
度
の
よ
り
詳
細

な
分
析
を
試
み
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
の
分
析
は
、
遺
言
執
行
者
と
被
相
続
人
ま
た
は
相
続
人
と
の
関
係
に
か
か
わ
る
場
面
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の

理
由
は
、
遺
言
執
行
者
制
度
が
そ
も
そ
も
被
相
続
人
の
意
思
の
実
現
の
た
め
に
存
在
す
る
こ
と
、
他
方
、
相
続
人
が
遺
言
執
行
の
影
響
を
最

も
受
け
う
る
こ
と
か
ら
、
遺
言
執
行
者
制
度
の
特
質
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
被
相
続
人
お
よ
び
相
続
人
と
の
関
係
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
る
か
が
不
可
欠
と
な
る
た
め
で
あ
る
。

　

遺
言
執
行
者
と
被
相
続
人
ま
た
は
相
続
人
と
の
関
係
に
か
か
わ
っ
て
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
が
問
題
と
な
る
場
面
は
い
く
つ
か
存
在

す
る
。
本
稿
で
は
、
遺
言
の
解
釈
、
遺
言
執
行
者
が
し
た
相
続
人
と
の
取
決
め
の
効
力
、
遺
産
の
処
分
お
よ
び
遺
産
の
管
理
に
お
け
る
遺
言
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執
行
者
の
権
限
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
職
務
執
行
の
実
際
に
お
い
て
、
そ
の
権

限
と
限
界
が
問
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

第
三
章　

遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
の
限
界

　

第
一
節　

遺
言
の
解
釈

１　

問
題
の
所
在

　

遺
言
執
行
者
は
、
そ
も
そ
も
被
相
続
人
の
意
思
の
実
現
の
た
め
に
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
被
相
続
人
は
遺
言
執
行
者
を
指
名
し
た
り
そ

の
職
務
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
、
遺
言
執
行
者
は
こ
れ
に
応
じ
て
行
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
職
務
の
執
行
に
あ
た
っ
て
遺
言
執

行
者
は
、
被
相
続
人
の
指
示
に
沿
っ
て
執
行
内
容
と
執
行
方
法
を
決
定
し
て
活
動
す
る）
₆₀
（

。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
被
相
続
人
の
指
示
の
意
味
内

容
が
不
明
確
で
あ
っ
た
り
、
複
数
の
意
味
に
解
釈
可
能
な
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
い）
₆₁
（

。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
が
、
行
う
べ
き

職
務
の
内
容
を
自
ら
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

職
務
の
内
容
を
確
定
す
る
際
、
遺
言
執
行
者
が
あ
ら
ゆ
る
利
害
関
係
人
に
対
し
て
拘
束
力
を
も
っ
て
被
相
続
人
の
指
示
を
解
釈
す
る
権
限

を
有
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
は
、
被
相
続
人
が
こ
の
よ
う
な
遺
言
解
釈
の
権
限
を
遺
言
執
行
者
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
い
う
問
題
と
も
関
連
し
て
議
論
さ
れ
る
。

　

以
下
で
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
判
例
と
学
説
を
参
照
し
、
遺
言
の
解
釈
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
権
限
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
、

あ
ら
ゆ
る
利
害
関
係
人
に
対
し
て
拘
束
力
を
も
っ
て
遺
言
の
解
釈
を
行
う
権
限
を
、
決
定
的
な
解
釈
権
限
（B

efugnis zur authentischen 

Interpretation

）
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
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同
志
社
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六
七
巻
一
号�

一
一
三

一
一
三

２　

遺
言
の
解
釈
権
限

（
１
）　

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
断

　

遺
言
執
行
者
の
決
定
的
な
解
釈
権
限
に
つ
き
、
古
く
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
二
つ
の
判
決
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
、︻
１
︼
一
九
〇
七
年

四
月
二
九
日
判
決）
₆₂
（

が
対
象
と
し
た
事
案
で
は
、
被
相
続
人
が
遺
言
に
お
い
て
、
遺
言
の
内
容
や
意
味
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
り
疑
わ
し
い
と

思
わ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
遺
言
執
行
者
に
そ
の
解
釈
を
委
ね
る
旨
を
定
め
て
い
た
。
そ
こ
で
、
遺
言
執
行
者
が
そ
の
文
言
に
基
づ
い
て
、

遺
贈
の
指
示
は
無
い
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
、
受
遺
者
が
遺
言
執
行
者
に
対
し
て
遺
贈
の
履
行
を
求
め
た
。
ま
た
、︻
２
︼
一
九
二
〇
年
九
月

二
七
日
判
決）
₆₃
（

の
事
案
で
は
、
被
相
続
人
が
遺
言
に
お
い
て
、
遺
言
執
行
に
関
し
て
生
じ
た
争
い
に
つ
い
て
は
遺
言
執
行
者
に
判
断
を
委
ね
る

旨
の
定
め
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
遺
産
分
割
の
際
に
不
動
産
の
価
格
を
め
ぐ
っ
て
相
続
人
間
に
争
い
が
生
じ
、
こ
の
争
い
を
解
決
す
る
前
提

と
し
て
、
遺
言
執
行
者
が
争
い
の
仲
裁
人
と
な
り
う
る
か
が
問
わ
れ
た
。

　

い
ず
れ
の
判
決
に
お
い
て
も
、
遺
言
執
行
者
が
遺
言
に
つ
い
て
決
定
的
な
解
釈
権
限
を
有
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
と
こ
ろ
、
ラ
イ

ヒ
裁
判
所
は
、
遺
言
の
一
身
専
属
的
性
質
を
強
調
し
、
遺
言
執
行
者
自
身
に
遺
言
を
決
定
的
に
解
釈
す
る
権
限
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
示
し

た
。
す
な
わ
ち
、
遺
言
の
一
身
専
属
性
に
つ
い
て
規
定
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
六
四
条）
₆₄
（

お
よ
び
二
〇
六
五
条）
₆₅
（

か
ら
す
る
と
、
被
相
続
人
が
遺
言
に

基
づ
い
て
相
続
を
調
整
す
る
場
合
に
は
、
被
相
続
人
は
そ
の
処
分
に
つ
い
て
自
ら
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
遺
言
執
行
者
自
身
は
決

定
的
な
解
釈
権
限
を
有
さ
な
い
、
と
判
断
し
た
。

（
２
）　

連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
断

　

戦
後
に
な
る
と
、
こ
の
問
題
に
関
連
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
の
初
の
判
断
と
し
て
、
一
九
六
四
年
一
月
二
二
日
判
決）
₆₆
（

が
注
目
さ
れ
る
。
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ド
イ
ツ
相
続
法
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
と
そ
の
限
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一
一
四

　
︻
３
︼
連
邦
通
常
裁
判
所　

一
九
六
四
年
一
月
二
二
日
判
決

　

事
案
の
概
要
：
本
件
は
、
遺
言
執
行
者
が
、
相
続
人
に
対
し
、
執
行
に
要
し
た
費
用
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
提
問
題
と
し
て
、
そ

も
そ
も
遺
言
執
行
者
の
職
務
が
継
続
し
て
い
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
被
相
続
人
が
遺
言
に
お
い
て
﹁
遺
言
の
解
釈
に
つ
い
て
発
生

し
た
全
て
の
疑
問
点
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
排
他
的
に
遺
言
執
行
者
に
決
定
権
限
が
あ
る
﹂
と
定
め
て
い
た
た
め
に
、
右
定
め
の
効
力
と
の

関
係
で
、
遺
言
執
行
者
が
、
自
ら
、
そ
の
職
務
が
継
続
し
て
い
る
と
判
断
し
て
よ
い
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

判
旨
：﹁
控
訴
審
裁
判
所
は
、
被
相
続
人
に
よ
っ
て
遺
言
執
行
者
に
割
り
当
て
ら
れ
た
職
務
が
す
で
に
全
て
履
行
さ
れ
て
い
る
と
の
認
定

を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
認
定
は
、﹃
遺
言
の
解
釈
に
つ
い
て
発
生
し
た
全
て
の
疑
問
点
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
排
他
的
に
遺
言
執
行
者

に
決
定
権
限
が
あ
る
﹄
と
い
う
遺
言
の
定
め
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
被
相
続
人
の
意
思
に
よ
る
定
め
が
、
遺
言
執
行
者
に
そ
の
職
務

が
継
続
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
決
定
を
割
り
当
て
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
は
、
必
ず
し
も
確
定
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
被
相
続

人
は
、
遺
言
執
行
者
に
そ
の
よ
う
な
決
定
を
法
的
に
有
効
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
遺
言
執
行
者
に
対
す
る
遺
言
の
解

釈
の
付
与
が
お
よ
そ
許
さ
れ
な
い
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
六
五
条
を
参
照
。
ま
た
、一
方
で
はR

G
Z

 66, 103, 105/6

が
あ
り
、

他
方
で
はR

G
Z

 100, 76, 77/9

が
あ
る
）。
し
か
し
、
た
と
え
こ
れ
が
全
く
許
さ
れ
な
い
と
評
価
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
何
人
も
自
己
の
か

か
わ
る
事
件
に
つ
い
て
裁
判
官
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
遺
言
の
定
め
か
ら
、
遺
言
執
行
者
に
そ
の
よ
う
な
職
務
の
継
続
自
体
に
か
か

わ
る
よ
う
な
決
定
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
の
解
釈
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

G
Z

 100, 76, 79

を
参
照
）﹂。

　

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
遺
言
執
行
者
自
身
に
遺
言
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
解
釈
権
限
は
な
い
も
の
と
解
し
て
い
た
。
し
か
し
、
被
相
続
人
が

遺
言
執
行
者
に
そ
の
よ
う
な
決
定
的
な
解
釈
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
前
述
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
よ
る
︻
１
︼
判
決
が
そ
の
よ
う
な
権
限
の
付
与
を
否
定
す
る
一
方
で
、︻
２
︼
判
決
は
、
被
相
続
人
が
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六
七
巻
一
号�

一
一
五

一
一
五

遺
言
執
行
者
を
遺
言
に
関
す
る
争
い
に
つ
い
て
の
仲
裁
人
に
指
名
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
本
判
決
は
、
遺
言
執
行
者
に
対
す
る
遺
言
の
決
定
的
な
解
釈
権
限
の
付
与
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
遺
言
執
行
者
に

そ
の
職
務
の
継
続
自
体
に
か
か
わ
る
よ
う
な
決
定
権
を
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
遺
言
の
解
釈
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
権
限

の
限
界
を
示
し
た
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
見
解
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
補
充
す
る
判
断
で
あ
る
と
言
え
る）
₆₇
（

。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
遺
言
執
行
者
に
職
務
の
継
続
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
解
釈
権
限
は
な
い
と
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
被
相
続
人
が

遺
言
執
行
者
に
対
し
て
遺
言
の
決
定
的
な
解
釈
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
が
全
面
的
に
許
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
点
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
と

は
さ
れ
て
い
な
い
。
本
判
決
は
こ
の
点
を
﹁
疑
わ
し
い
﹂
と
述
べ
た
の
み
で
あ
っ
て
、
判
断
は
今
後
の
議
論
に
委
ね
ら
れ
た
。

（
３
）　

学　

説

　

遺
言
執
行
者
の
決
定
的
な
解
釈
権
限
に
つ
き
、
学
説
に
お
い
て
は
、
よ
り
一
般
的
な
議
論
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
見
解
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、
通
説
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
六
四
条
お
よ
び
二
〇
六
五
条
に
よ
り
被
相
続
人
が
な
す
べ
き
意
思
決
定
を
第
三
者
に
委
ね
る
こ
と
は
禁
止
さ

れ
て
い
る
と
し
て
、
遺
言
執
行
者
自
身
に
決
定
的
な
解
釈
権
限
は
な
く
、
被
相
続
人
が
遺
言
執
行
者
に
右
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
と
す
る）
₆₈
（

。
ま
た
、
結
論
に
差
異
は
な
い
が
、
遺
言
執
行
者
の
権
限
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
三
条
か
ら
二
二
一
〇
条
の
法
律
上
の
範
囲
を
超
え
て

拡
大
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
遺
言
執
行
者
自
身
に
決
定
的
な
解
釈
権
限
は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
被
相
続
人
が
付
与
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
、
と
す
る
見
解
が
あ
る）
₆₉
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
相
続
法
上
、
処
分
の
内
容
が
不
明
確
な
場
合
、
決
定
的
な
解
釈
権
限
は
当
然
に
遺
言
執
行
者
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
と
し
、
遺
言
執
行
者
の
決
定
的
な
解
釈
権
限
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る）
₇₀
（

。

　

こ
れ
ら
の
中
間
的
な
見
解
と
し
て
、
被
相
続
人
は
遺
言
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
解
釈
の
相
違
が
生
じ
た
場
合
に
決
定
す
る
と
い
う
職
務
を
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社
法
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六
七
巻
一
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一
一
六

ド
イ
ツ
相
続
法
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
と
そ
の
限
界

一
一
六

遺
言
執
行
者
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
解
し
、
一
定
の
場
合
に
限
っ
て
遺
言
執
行
者
に
決
定
的
な
解
釈
権
限
を
認
め
る
見
解
が
あ
る）
₇₁
（

。

し
か
し
、
こ
の
見
解
も
、
遺
言
執
行
者
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
不
明
瞭
な
指
示
の
解
釈
に
つ
い
て
の
権
限
に
と
ど
ま
る
の
で
あ

っ
て
、
終
意
処
分
が
有
効
か
ど
う
か
に
つ
い
て
ま
で
も
決
定
す
る
権
限
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
遺
言
執
行
者
に
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
権
限
を
制
限
的
に
解
し
て
い
る
。

（
４
）　

分　

析

　

判
例
お
よ
び
学
説
を
概
観
す
る
と
、
遺
言
執
行
者
自
身
が
遺
言
に
つ
い
て
決
定
的
な
解
釈
権
限
を
有
さ
な
い
こ
と
は
、
判
例
お
よ
び
通
説

の
見
解
と
し
て
現
在
で
は
確
立
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
、
被
相
続
人
が
遺
言
執
行
者
に
対
し
て
決
定
的
な
解
釈
権
限
を
付
与

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
は
、
判
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
範
囲
は
限
ら
れ
て
お
り
、
未
だ
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
遺
言
執
行
者
に
そ
の
職
務
の
継
続
自
体
に
か
か
わ
る
よ
う
な
解
釈
の
決
定
権
を
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

い
う
点
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
判
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。︻
３
︼
判
決
以
降
、
下
級
審
裁
判
例
で
は
、︻
３
︼
判
決

を
引
用
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
遺
言
執
行
者
に
付
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
解
釈
権
限
の
範
囲
は
明
ら
か
で
は
な
い）
₇₂
（

。

　

こ
の
問
題
に
い
か
に
答
え
る
か
は
、遺
言
の
一
身
専
属
性
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

遺
言
の
内
容
は
被
相
続
人
の
み
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
、
通
説
の
よ
う
に
、
一
般
的
に
遺
言
執
行
者
に
は
決
定
的
な

解
釈
権
限
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
定
め
ら
れ
た
遺
言
の
一
身
専
属
性
の
及
ぶ
範
囲
は
限
ら
れ

て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
他
の
範
囲
で
遺
言
執
行
者
に
決
定
的
な
解
釈
権
限
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
よ
り
積
極
的

に
被
相
続
人
が
遺
言
の
解
釈
を
遺
言
執
行
者
に
委
ね
る
と
の
定
め
も
有
効
と
解
し
、
遺
言
執
行
者
に
広
く
解
釈
権
限
を
認
め
る
こ
と
も
不
可

能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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３　

遺
言
の
解
釈
と
遺
言
執
行

（
１
）　

遺
言
執
行
者
に
よ
る
遺
言
の
解
釈

　

前
述
の
よ
う
に
未
だ
議
論
の
余
地
を
広
く
残
し
て
い
る
が
、
原
則
と
し
て
遺
言
執
行
者
自
身
に
遺
言
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
解
釈
権
限
は

認
め
な
い
、
と
い
う
点
で
は
、
ほ
ぼ
異
論
は
な
い
。
遺
言
の
決
定
的
な
解
釈
は
、
最
終
的
に
は
、
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
所
が
行
う
こ
と
に
な

る
。

　

も
っ
と
も
、
遺
言
の
執
行
に
あ
た
り
、
遺
言
執
行
者
は
い
か
な
る
職
務
を
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き
か
を
判
断
し
、
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
一
般
的
に
遺
言
執
行
者
は
、
自
ら
被
相
続
人
の
指
示
の
有
効
性
を
判
断
し
、
適
切
な
処
置
を
行
う
義
務
を
負
う
と
解
さ
れ
て
い
る）
₇₃
（

。
こ

の
た
め
、
例
え
ば
遺
贈
の
指
示
が
な
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
無
効
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
遺
贈
を
履
行
し
て
は
な

ら
）
₇₄
（

ず
、
被
相
続
人
の
指
示
の
内
容
が
不
明
確
な
場
合
に
は
、
そ
れ
以
外
の
根
拠
か
ら
推
定
さ
れ
る
意
思
を
斟
酌
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る）
₇₅
（

。

た
だ
し
、
遺
言
執
行
者
の
判
断
が
誤
っ
て
い
た
た
め
に
損
害
が
発
生
す
る
と
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
九
条
に
よ
り
賠
償
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
も

あ
る）
₇₆
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
遺
言
執
行
者
が
ど
の
よ
う
に
遺
言
内
容
を
解
釈
し
、
具
体
的
な
執
行
に
つ
い
て
い
か
な
る
判
断
を
下
す
か
は
、
被
相
続

人
や
相
続
人
だ
け
で
な
く
遺
言
執
行
者
自
身
に
と
っ
て
も
重
要
な
問
題
と
な
る
。

（
２
）　

連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
断

　

上
記
の
問
題
に
関
連
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
断
と
し
て
、
一
九
九
二
年
三
月
一
一
日
判
決）
₇₇
（

が
注
目
さ
れ
る
。

︻
４
︼
連
邦
通
常
裁
判
所　

一
九
九
二
年
三
月
一
一
日
判
決

　

事
案
の
概
要
：
被
相
続
人
は
、
一
九
六
九
年
に
作
成
し
た
公
正
証
書
遺
言
に
お
い
て
、
遺
産
中
の
土
地
を
用
い
て
貧
し
い
人
の
た
め
の
施
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一
八

ド
イ
ツ
相
続
法
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お
け
る
遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
と
そ
の
限
界

一
一
八

設
を
建
設
す
る
と
の
負
担
付
き
で
当
該
土
地
を
Ａ
に
遺
贈
す
る
こ
と
、
右
負
担
が
履
行
さ
れ
る
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
の
判
断
で
三
〇
万

ド
イ
ツ
マ
ル
ク
ま
で
を
Ａ
に
提
供
す
る
こ
と
、
右
負
担
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
土
地
お
よ
び
三
〇
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
ま
で
を
別

の
福
祉
団
体
に
提
供
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
遺
言
執
行
者
の
判
断
で
遺
産
中
の
他
の
土
地
や
現
金
お
よ
び
建
物
か
ら
の
収
益
を
援
助
の
必
要

な
人
に
与
え
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
一
九
七
〇
年
に
作
成
し
た
別
の
公
正
証
書
遺
言
に
お
い
て
、
被
相
続
人

は
、
Ａ
ま
た
は
他
の
福
祉
団
体
に
施
設
の
建
設
の
た
め
に
三
〇
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
ま
で
を
提
供
す
る
旨
の
定
め
を
撤
回
し
た
。

　

一
九
七
三
年
に
被
相
続
人
が
死
亡
し
た
後
、
Ａ
は
、
施
設
の
建
設
に
関
し
て
八
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
余
り
を
当
時
の
遺
言
執
行
者
Ｙ
に
請
求

し
、
Ｙ
は
こ
れ
を
支
払
っ
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
Ａ
に
よ
る
施
設
の
建
設
計
画
は
挫
折
し
、
右
八
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
余
り
の
出
捐
を
め
ぐ

っ
て
、
Ｙ
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
九
条
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
が
問
わ
れ
た
。
原
告
は
、
Ｙ
の
後
に
遺
言
執
行
者
と
な
っ
た
Ｘ
で
あ
り
、
Ｘ
は
、

一
九
七
〇
年
の
遺
言
に
よ
っ
て
Ａ
へ
の
建
設
費
用
の
提
供
は
撤
回
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
へ
の
出
損
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
こ

れ
に
対
し
、
被
告
で
あ
る
Ｙ
は
、
遺
言
執
行
者
の
判
断
で
援
助
の
必
要
な
人
に
遺
産
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
一
九
六
九
年
の
遺
言

内
容
に
よ
り
、
Ａ
へ
の
出
捐
は
正
当
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

判
旨
：
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
本
件
に
お
け
る
二
つ
の
遺
言
に
つ
き
、﹁
そ
の
文
言
の
意
味
は
明
白
で
は
な
く
、
Ｙ
が
主
張
す
る
解
釈
の

余
地
が
あ
る
﹂
と
し
た
上
で
、﹁
Ｙ
が
、
遺
言
の
解
釈
に
つ
き
、
全
て
の
認
識
可
能
な
重
要
な
事
情
を
、
相
当
な
注
意
を
も
っ
て
考
慮
す
る

こ
と
に
よ
り
、
す
く
な
く
と
も
是
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
解
釈
に
達
し
た
と
き
は
、
Ｙ
が
、
裁
判
所
が
最
終
的
に
優
先
し
た
遺
言
の
解
釈
か

ら
場
合
に
よ
っ
て
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
は
、
Ｙ
の
過
失
と
な
ら
な
い
﹂
と
し
て
、
Ｙ
の
義
務
違
反
を
否
定
し
た
。

　

本
判
決
は
、
複
数
の
意
味
に
解
釈
可
能
な
遺
言
が
な
さ
れ
て
い
た
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
遺
言
執
行
者
に
つ
き
、
義
務
違
反
が
問
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
結
果
的
に
本
判
決
で
は
、
Ｙ
に
よ
る
遺
言
の
解
釈
も
そ
の
妥
当
性
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
、
そ
の
過
失
は
否
定
さ
れ
、
義
務
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違
反
と
な
ら
な
か
っ
た
。

　

本
判
決
は
、
主
文
に
お
い
て
、﹁
遺
言
執
行
者
が
、
全
て
の
認
識
可
能
な
重
要
な
事
情
を
、
相
当
な
注
意
を
も
っ
て
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、

す
く
な
く
と
も
是
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
終
意
処
分
の
解
釈
に
達
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
遺
産
の
財
源
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
る
処
分
を
行

っ
た
場
合
、
遺
言
執
行
者
の
有
責
な
義
務
違
反
は
存
在
し
な
い
﹂
と
判
示
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
遺
言
執
行
者
に
は
﹁
相
当
な
注
意
を
も

っ
て
﹂
解
釈
に
当
た
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
﹁
是
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
解
釈
﹂
と
評
価
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
ま
る

限
り
、
義
務
違
反
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
が
遺
言
執
行
者
の
裁
量
の
及
ぶ
範
囲
と
い
え
る
。
本
判
決
の
判
断
は
、
そ
の
後
の
判
例

に
も
受
け
継
が
れ
て
お
り）
₇₈
（

、
遺
言
執
行
者
の
義
務
違
反
が
問
わ
れ
る
場
面
で
一
般
的
基
準
と
な
っ
た
。

　

第
二
節　

相
続
人
と
の
取
決
め

１　

問
題
の
所
在

　

古
く
か
ら
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
の
範
囲
は
、
相
続
人
の
利
害
を
い
か
に
考
慮
す
る
か
と
い
う
局
面
で
も
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
遺

言
執
行
者
の
法
的
地
位
の
論
争
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
遺
言
執
行
者
と
相
続
人
と
は
切
り
離
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

遺
言
執
行
者
は
相
続
人
の
意
思
に
縛
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
他
方
で
、
被
相
続
人
の
死
後
に
遺
言
執
行
の
影
響

を
最
も
受
け
る
の
は
、
通
常
、
相
続
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
相
続
人
の
意
思
を
全
く
考
慮
せ
ず
に
執
行
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
も
疑
問

が
残
る
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
規
定
で
は
、
遺
言
執
行
者
と
相
続
人
の
間
に
お
け
る
権
限
の
調
整
と
し
て
、
遺
言
執
行
者
が
遺
産
の
管
理
処
分
権
を
有
す
る
限

り
、
相
続
人
は
処
分
権
を
失
う
と
さ
れ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
一
条
）。
ま
た
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
八
条
は
、
委
任
の
規
定
の
一
部
を
準
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
遺
言
執
行
者
に
相
続
人
へ
の
報
告
義
務
を
課
す
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
六
六
条
）
な
ど
、相
続
人
の
保
護
を
図
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
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務
権
限
と
そ
の
限
界

一
二
〇

同
条
は
、
委
任
者
に
認
め
ら
れ
る
指
図
権
、
す
な
わ
ち
、
委
任
事
務
の
執
行
の
具
体
的
内
容
お
よ
び
受
任
者
の
活
動
を
指
図
す
る
権
利
の
規

定
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
六
五
条
）
を
準
用
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
相
続
人
間
で
何
ら
か
の
取
決
め
や
合
意
が
な
さ
れ
て
も
、
遺
言
執
行
者
は
こ

れ
に
従
う
義
務
は
無
く
、
被
相
続
人
の
意
思
と
法
律
の
規
定
に
従
っ
て
遺
言
を
執
行
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る）
₇₉
（

。

　

こ
の
よ
う
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
規
定
に
お
い
て
、
相
続
人
に
対
す
る
遺
言
執
行
者
の
独
立
性
が
保
た
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
遺
言
執
行
者
が
、
遺
言

の
執
行
に
関
連
し
て
、
相
続
人
と
取
決
め
や
合
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
が
し
ば
し
ば
争
わ
れ
て
き
た
。

２　

相
続
人
と
の
取
決
め
の
許
容
性

（
１
）　

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
断

　

古
く
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
よ
る
一
九
三
七
年
一
〇
月
二
八
日
判
決）
₈₀
（

が
注
目
さ
れ
る
。

︻
５
︼
ラ
イ
ヒ
裁
判
所　

一
九
三
七
年
一
〇
月
二
八
日
判
決

　

事
案
の
概
要
：
被
相
続
人
Ａ
は
、
一
九
三
〇
年
七
月
三
一
日
に
死
亡
し
た
。
Ａ
の
遺
産
は
、
そ
の
有
す
る
財
産
の
他
に
、
Ａ
の
母
の
遺
産

に
つ
い
て
の
持
分
お
よ
び
Ａ
の
兄
の
遺
産
に
つ
い
て
の
持
分
（
以
下
、
合
わ
せ
て
﹁
本
件
持
分
﹂
と
い
う
）
が
あ
っ
た
。
Ａ
は
、
遺
言
に
よ

り
、
①
妻
Ｂ
、
子
X1
お
よ
び
X2
を
相
続
人
と
す
る
こ
と
、
②
Ｙ
を
遺
言
執
行
者
に
指
名
す
る
こ
と
、
③
Ａ
の
死
後
に
Ａ
の
母
お
よ
び
兄
の
遺

産
が
分
割
さ
れ
る
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
は
Ａ
の
相
続
人
の
権
利
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
④
一
九
三
七
年
一
月
一
日
以
降
、

遺
言
執
行
者
は
、
も
し
Ｘ
ら
の
う
ち
一
人
で
も
希
望
し
、
Ｂ
が
こ
れ
に
同
意
す
る
な
ら
ば
、
本
件
持
分
の
管
理
に
関
し
て
、
そ
の
職
務
を
辞

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
た
。

　

一
九
三
四
年
九
月
二
八
日
の
契
約
（
以
下
、﹁
本
件
契
約
﹂
と
い
う
）
に
よ
っ
て
、
Ｂ
は
、
Ａ
の
遺
産
に
対
す
る
持
分
を
Ｘ
ら
に
譲
渡
し
、
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一
二
一

一
二
一

そ
の
代
わ
り
に
遺
産
中
の
土
地
お
よ
び
五
〇
〇
〇
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
を
単
独
で
取
得
し
た
。

　

そ
の
後
、
Ｘ
ら
は
、
Ａ
の
遺
言
に
基
づ
き
、
Ｙ
が
、
本
件
持
分
の
管
理
に
関
す
る
限
り
で
、
一
九
三
七
年
一
月
二
日
に
は
遺
言
執
行
者
と

し
て
の
職
務
を
辞
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。
Ｙ
は
、
第
一
審
で
あ
る
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
こ
の
確
認
の

申
立
て
を
認
諾
し
た
。
そ
こ
で
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
は
、
一
九
三
六
年
一
〇
月
一
九
日
に
認
諾
に
基
づ
く
判
決
を
下
し
た
。

　

し
か
し
、
Ｙ
は
、
一
九
三
六
年
一
一
月
お
よ
び
一
二
月
に
、
錯
誤
を
理
由
と
し
て
右
認
諾
を
取
り
消
し
た
。
さ
ら
に
、
Ｙ
は
、
遺
言
執
行

者
の
職
務
の
辞
任
に
関
す
る
日
付
に
つ
い
て
、
被
相
続
人
の
本
来
の
意
思
は
﹁
一
九
四
〇
年
一
月
一
日
以
降
﹂
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
書
き
間

違
い
に
よ
っ
て
﹁
一
九
三
七
年
一
月
一
日
以
降
﹂
と
し
た
と
主
張
し
、
被
相
続
人
の
錯
誤
を
理
由
と
し
て
、
遺
産
裁
判
所
に
取
消
し
の
意
思

表
示
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
遺
言
の
定
め
を
取
り
消
し
た
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
七
八
、
二
〇
八
一
条
）。
こ
れ
ら
の
取
消
し
に
基
づ
き
、

Ｙ
は
、
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
が
認
諾
に
基
づ
く
判
決
を
下
し
た
こ
と
に
対
し
て
控
訴
し
た
。
し
か
し
、
控
訴
が
棄
却
さ
れ
た
た
め
、
Ｙ
は

さ
ら
に
上
告
し
た
。

　

Ｙ
は
、
本
件
に
お
い
て
、
遺
産
裁
判
所
の
み
が
、
遺
言
か
ら
遺
言
執
行
者
の
職
務
の
終
了
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

当
事
者
は
、
被
相
続
人
の
意
思
が
﹁
一
九
四
〇
年
一
月
一
日
以
降
﹂
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
す
な

わ
ち
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
が
遺
言
で
予
定
さ
れ
た
時
期
よ
り
前
に
終
了
す
る
と
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
主
張
し
た
。

　

判
旨
：﹁
遺
言
執
行
者
の
職
務
の
辞
任
、
と
り
わ
け
そ
の
辞
任
の
時
点
が
、
当
事
者
の
取
決
め
に
縛
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
の
上
告
の
見

解
は
、
適
切
で
は
な
い
。
⋮
⋮
遺
言
執
行
者
は
、
遺
言
に
定
め
ら
れ
た
期
間
の
満
了
前
に
、
い
つ
で
も
、
み
ず
か
ら
そ
の
職
務
を
辞
任
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
二
六
条
）。
そ
れ
ゆ
え
、
相
続
人
と
取
決
め
を
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
遺
言
執
行
者
が
、
遺
言
で
予
定
さ
れ

た
期
日
以
前
に
、
特
定
の
時
点
で
そ
の
職
務
を
辞
任
す
る
と
い
う
義
務
を
負
う
こ
と
は
、
遺
言
執
行
者
に
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
﹂。
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ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
遺
言
執
行
者
が
、
相
続
人
と
の
取
決
め
に
基
づ
い
て
辞
任
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
遺
言

執
行
者
は
、
そ
の
遺
言
執
行
に
お
い
て
相
続
人
と
取
決
め
や
合
意
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

（
２
）　

連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
断

　

戦
後
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
一
九
五
七
年
一
〇
月
二
日
判
決）
₈₁
（

に
お
い
て
、
興
味
深
い
判
決
を
下
し
て
い
る
。

︻
６
︼
連
邦
通
常
裁
判
所　

一
九
五
七
年
一
〇
月
二
日
判
決

　

事
案
の
概
要
：
被
相
続
人
Ａ
は
、
遺
言
に
よ
っ
て
遺
言
執
行
者
と
し
て
Ｂ
を
指
名
し
、
遺
産
分
割
ま
で
の
遺
産
の
管
理
お
よ
び
遺
産
分
割

を
そ
の
職
務
と
定
め
た
。
し
か
し
、
Ｂ
が
遺
言
執
行
者
と
し
て
の
職
務
を
辞
し
た
た
め
に
、
遺
産
裁
判
所
に
よ
っ
て
Ｘ
が
遺
言
執
行
者
に
選

任
さ
れ
た
。
そ
の
選
任
の
前
に
あ
た
る
一
九
五
一
年
一
〇
月
二
五
日
、
Ｘ
は
、
Ａ
の
共
同
相
続
人
ら
と
の
間
で
、
次
の
よ
う
な
取
決
め
を
し

た
。
す
な
わ
ち
、﹁
Ｘ
は
、
Ａ
の
四
人
の
共
同
相
続
人
と
の
間
で
、
Ｘ
が
遺
言
執
行
者
に
就
任
し
て
も
、
そ
の
目
的
は
対
外
的
に
正
当
に
遺

産
を
代
理
す
る
と
い
う
点
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
合
意
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
は
、
内
部
関
係
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
義
務
を
負
う
。

一
．
事
前
に
全
て
の
共
同
相
続
人
の
同
意
を
得
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
何
ら
の
行
為
も
行
わ
ず
、
何
ら
の
意
思
表
示
も
行
わ
な
い
。
二
．

共
同
相
続
人
の
一
人
が
求
め
る
場
合
に
は
、
即
座
に
遺
言
執
行
者
と
し
て
の
職
務
を
辞
す
る
﹂。
以
上
の
よ
う
な
取
決
め
の
下
で
、
Ｘ
は
遺

言
執
行
を
開
始
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
Ａ
の
遺
産
に
は
貸
家
が
あ
り
、
共
同
相
続
人
の
一
人
で
あ
る
Ｙ
（
持
分
四
〇
分
の
七
）
は
、
一
九
五
二
年
以
来
こ
の
貸
家
に

居
住
し
て
き
た
。
そ
こ
で
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
、
貸
家
の
使
用
利
益
お
よ
び
暖
房
設
備
費
用
の
負
担
分
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。
Ｘ
の
請

求
に
対
し
、
Ｘ
と
共
同
相
続
人
間
に
お
け
る
右
取
決
め
の
効
力
が
問
題
と
な
っ
た
。
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判
旨
：﹁
一
九
五
一
年
一
〇
月
二
五
日
に
お
け
る
取
決
め
は
、
法
的
に
無
効
で
あ
る
。
遺
産
を
管
理
し
、
共
同
相
続
人
間
で
の
遺
産
分
割

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
遺
言
執
行
者
は
、
相
続
人
と
取
決
め
を
し
た
と
し
て
も
、
事
前
に
共
同
相
続
人
が
同
意
し
て
い
な
い
何
ら
の
行

為
も
行
わ
ず
、
何
ら
の
意
思
表
示
も
行
わ
な
い
と
い
う
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
遺
言
執
行
者
は
、
い
つ
で
も
共
同
相
続
人
の
一

人
か
ら
の
請
求
が
あ
れ
ば
、
そ
の
職
務
を
辞
す
る
と
い
う
義
務
を
法
律
上
有
効
に
負
う
こ
と
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
取
決
め
は
、
共
同
相
続

人
と
の
関
係
で
、
遺
言
執
行
者
を
、
そ
の
職
務
の
性
質
と
相
容
れ
な
い
立
場
に
置
く
も
の
で
あ
り
、
法
的
に
無
効
で
あ
る
。

　

遺
言
執
行
者
の
職
務
は
、
被
相
続
人
の
意
思
を
実
行
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
遺
言
執
行
者
は
、
被
相
続
人
が
遺
言
執
行
を
定
め

た
目
的
に
従
っ
て
、
最
も
効
果
的
に
被
相
続
人
の
意
思
を
実
現
す
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
職
務
を
遂
行
す
る

た
め
に
、
法
律
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
五
、
二
二
〇
六
条
に
お
い
て
遺
言
執
行
者
に
広
範
囲
な
権
限
を
認
め
、
そ
れ
に
対
し
て
一
方
で
は
、
Ｂ

Ｇ
Ｂ
二
二
一
一
、
二
二
一
二
条
に
お
い
て
、
相
続
人
の
権
利
は
そ
れ
に
相
応
し
て
制
限
さ
れ
る
。
職
務
の
受
託
者
お
よ
び
担
い
手
と
し
て
の

遺
言
執
行
者
の
権
限
は
、
被
相
続
人
の
意
思
に
基
づ
く
た
め
に
⋮
⋮
被
相
続
人
の
み
が
、
終
意
処
分
の
型
式
で
、
遺
言
執
行
者
に
そ
の
職
務

の
実
行
に
つ
い
て
の
指
示
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
律
ま
た
は
被
相
続
人
自
身
が
、
遺
言
執
行
者
に
制
限
を
課
し
て
い
な
い
限
り
で
、

遺
言
執
行
者
が
就
い
て
い
る
職
務
の
本
質
（W

esen
）
と
性
質
（N

atur

）
は
、
そ
の
職
務
の
執
行
に
お
い
て
遺
言
執
行
者
が
独
立
し
て
い

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
言
執
行
の
本
質
的
な
特
徴
の
一
つ
は
、
ま
さ
に
、
遺
言
執
行
者
が
相
続
人
に
対
し
て
自
由
な
立
場

（Stellung

）
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
⋮
⋮
。
被
相
続
人
が
遺
言
執
行
を
、そ
の
指
名
し
た
相
続
人
の
利
益
と
幸
福
の
た
め
に
指
示
し
た
場
合
も
、

当
該
相
続
人
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
職
務
執
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
管
理
措
置
が
相
続
人
の
利

益
に
資
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
相
続
人
の
主
観
的
な
意
見
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
客
観
的
な
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
認
識
し
、
客
観
的
な
観
点
に
よ
っ
て
管
理
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
遺
言
執
行
者
の
職
務
で
あ
る
。

　

む
ろ
ん
、
遺
言
執
行
者
が
、
第
三
者
お
よ
び
相
続
人
に
対
し
て
も
、
個
々
の
も
し
く
は
複
数
の
行
為
を
行
い
ま
た
は
行
わ
な
い
と
い
う
義
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務
を
負
い
う
る
こ
と
は
、
疑
い
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
義
務
は
、
遺
言
執
行
者
の
責
任
で
あ
る
職
務
を
履
行
す
る
た
め
に
個
々
の
ケ
ー
ス
に

お
い
て
そ
れ
が
役
立
つ
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
は
関
係
が
な
い
。
し
か
し
、
遺
言
執
行
者
が
そ
の
自
主
性
お
よ
び
独
立
性
を
相
続
人
に

対
し
て
完
全
に
放
棄
し
、
そ
れ
に
よ
り
そ
の
職
務
の
履
行
が
不
可
能
に
な
る
程
の
義
務
は
無
効
で
あ
る
﹂。

　

こ
の
よ
う
な
解
釈
の
下
、
本
件
で
具
体
的
に
問
題
と
な
っ
た
前
記
一
お
よ
び
二
の
取
決
め
の
内
容
は
、
そ
れ
ぞ
れ
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
前
記
一
に
つ
い
て
は
、﹁
全
て
の
共
同
相
続
人
の
同
意
の
得
ら
れ
て
い
な
い
管
理
が
遺
言
執
行
者
に
お
よ
そ
不
可
能
に
な
る
た

め
に
、
遺
言
執
行
者
は
、
遺
産
を
全
体
と
し
て
管
理
す
る
と
き
も
な
お
、
共
同
相
続
人
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

被
相
続
人
が
そ
の
終
意
処
分
に
お
い
て
指
示
し
た
遺
言
執
行
は
害
さ
れ
、
本
件
に
お
い
て
共
同
相
続
人
に
よ
り
意
図
さ
れ
た
よ
う
に
、
遺
言

執
行
が
実
体
の
無
い
形
式
と
し
て
の
み
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
空
洞
化
す
る
﹂
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
前
記
二
の
義
務

に
つ
い
て
は
、
こ
の
義
務
に
し
た
が
っ
た
場
合
、﹁
遺
言
執
行
者
は
、
個
々
の
共
同
相
続
人
に
つ
き
、
そ
の
職
務
の
性
質
と
相
容
れ
な
い
依

存
関
係
に
陥
る
だ
ろ
う
。
遺
言
執
行
者
が
要
求
に
よ
り
そ
の
職
務
を
い
つ
で
も
辞
す
る
こ
と
を
遵
守
す
る
場
合
、
遺
言
執
行
者
が
そ
の
決
断

を
す
る
際
に
、
内
心
的
に
も
は
や
自
由
で
は
な
く
、
個
々
の
共
同
相
続
人
の
希
望
と
個
人
的
な
利
害
に
従
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

⋮
⋮
被
相
続
人
に
よ
り
遺
言
執
行
の
指
示
を
も
っ
て
追
求
さ
れ
た
目
的
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
ま
た
は
、
挫
折
さ
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
極
め

て
危
険
な
状
態
に
な
る
﹂
と
判
示
し
た
。

　

本
判
決
は
、
相
続
人
に
対
す
る
遺
言
執
行
者
の
自
由
な
地
位
は
遺
言
執
行
の
本
質
的
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
し
た
が
っ

て
、
遺
言
執
行
者
が
相
続
人
に
対
す
る
独
立
性
お
よ
び
自
主
性
を
完
全
に
放
棄
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
職
務
の
実
現
を
不
可
能
に
す
る
よ
う
な

取
決
め
は
無
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
遺
言
執
行
者
の
相
続
人
に
対
す
る
独
立
性
は
、
か
ね
て
よ
り
強
調
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
が）
₈₂
（

、
連
邦

通
常
裁
判
所
に
お
い
て
も
こ
の
原
則
が
確
認
さ
れ
、
具
体
的
な
事
例
に
基
づ
く
判
断
が
さ
れ
た
点
に
意
義
が
あ
る）
₈₃
（

。
本
判
決
で
遺
言
執
行
者
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の
強
固
な
独
立
性
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
遺
言
執
行
者
と
相
続
人
間
で
争
い
と
な
る
多
く
の
ケ
ー
ス
が
解
決
さ
れ
る
と
評
価
さ
れ
て
い

る
）
₈₄
（

。

　

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
コ
ー
イ
ン
グ
（H

elm
ut C

oing

）
は
、﹁
本
判
決
は
、
遺
言
執
行
の
範
囲
に
お
い
て
強
制
的
な
法
律
の
規
定
と
当
事
者
の

自
由
な
処
分
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
﹂
と
評
価
し
て
い
る）
₈₅
（

。
コ
ー
イ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
相
続

法
上
、
遺
言
執
行
者
と
な
っ
た
者
は
遺
言
執
行
の
規
定
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
相
続
人
は
こ
の
よ
う
な
規
定
か
ら
自
由
に
遺
言
執
行
者

を
解
放
す
る
権
限
は
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
相
続
人
お
よ
び
遺
言
執
行
者
は
、
共
同
で
契
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺
産
の
管
理

に
関
す
る
原
則
を
変
更
す
る
こ
と
も
、
遺
言
執
行
そ
れ
自
体
を
終
了
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
、
遺
言
執
行
者
の
相
続
人
に
対
す
る
独
立
性

を
法
的
に
有
効
に
放
棄
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う）
₈₆
（

。
コ
ー
イ
ン
グ
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、︻
５
︼
判
決
を
批
判
し
て
い
る
。

（
３
）　

分　

析

　
︻
５
︼
判
決
が
相
続
人
と
の
取
決
め
に
基
づ
い
て
遺
言
執
行
者
が
辞
任
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
に
対
し
、︻
６
︼
判
決
は
遺
言
執
行
者
の
独

立
性
を
強
調
し
、
遺
言
執
行
者
と
相
続
人
と
の
取
決
め
は
無
効
と
判
断
し
た
。
そ
の
た
め
、
両
判
決
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
点

に
つ
き
、︻
６
︼
判
決
は
、︻
５
︼
判
決
と
の
関
係
性
を
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、︻
５
︼
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
よ
う
な
、
遺

言
に
よ
り
予
定
さ
れ
た
時
点
よ
り
前
に
、
特
定
の
期
日
に
遺
言
執
行
者
が
職
務
を
辞
任
す
る
と
い
う
取
決
め
は
、﹁
遺
言
執
行
者
が
相
続
人

に
対
し
、
特
定
の
期
日
に
職
務
を
辞
任
す
る
と
い
う
義
務
を
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺
言
執
行
者
は
た
だ
、
与
え
ら
れ
て
い
る
法
律
上
の
権

限
を
特
定
の
期
日
に
行
使
す
る
義
務
を
負
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
職
務
活
動
の
態
様
に
直
接
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
た
め
、
こ
の
取
決

め
は
、
職
務
の
執
行
の
際
の
独
立
性
を
脅
か
さ
な
い
﹂。
こ
れ
に
対
し
て
、︻
６
︼
判
決
で
扱
わ
れ
た
取
決
め
は
、﹁
執
行
行
為
が
共
同
相
続

人
の
意
思
に
沿
わ
な
い
と
き
に
、
各
共
同
相
続
人
に
各
自
が
思
う
ま
ま
の
時
点
で
遺
言
執
行
者
を
そ
の
職
務
か
ら
取
り
除
く
と
い
う
可
能
性
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を
与
え
て
い
る
点
で
﹂、﹁
被
相
続
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
指
定
の
範
囲
で
職
務
の
性
質
に
基
づ
い
て
遺
言
執
行
者
が
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
独
立
性
を
間
接
的
に
侵
す
も
の
で
あ
る
﹂。
そ
れ
ゆ
え
に
、︻
６
︼
判
決
が
扱
っ
た
取
決
め
と
︻
５
︼
判
決
が
扱
っ
た
取
決
め
と
は
、
本

質
的
な
相
違
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

コ
ー
イ
ン
グ
も
同
様
に
、
遺
言
執
行
者
は
常
に
職
務
を
辞
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
遺
言
執
行
者
の
独
立
性
が
害
さ
れ
て
は
な
ら

ず
、
相
続
人
と
遺
言
執
行
者
と
の
契
約
は
、
相
続
人
に
対
す
る
遺
言
執
行
者
の
職
務
執
行
の
独
立
性
が
影
響
を
受
け
な
い
限
り
で
許
さ
れ
る

と
い
う
よ
う
に
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
指
摘
す
る）
₈₇
（

。

　
︻
６
︼
判
決
に
お
け
る
取
決
め
の
よ
う
に
、
相
続
人
が
い
つ
で
も
遺
言
執
行
者
を
排
除
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
相
続
人
は
、

そ
の
意
思
に
沿
わ
な
い
執
行
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
遺
言
執
行
者
を
排
除
す
れ
ば
よ
く
、
結
局
、
相
続
人
の
意
思
に
適
う
執
行
の
み
が
な
さ

れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、︻
５
︼
判
決
の
事
案
で
は
、
遺
言
執
行
者
は
取
り
決
め
ら
れ
た
時
点
に
辞
任
す
る
義
務
を
負
う
の
み
で

あ
っ
て
、
遺
言
執
行
者
の
活
動
に
つ
き
相
続
人
の
意
思
は
直
接
に
は
影
響
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
遺
言
執
行
者
の
独
立
性
は
害
さ
れ
な
い

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
で
、
二
つ
の
事
案
は
本
質
的
に
異
な
る
と
評
価
さ
れ
る
。

　

要
す
る
に
、
遺
言
執
行
者
は
、
遺
言
執
行
の
本
質
で
あ
る
相
続
人
に
対
す
る
独
立
性
が
影
響
を
受
け
な
い
限
り
で
の
み
、
相
続
人
と
取
決

め
や
合
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
遺
言
執
行
者
の
独
立
性
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
の
評
価
は
、
遺
言
執
行
者
の
権
限
が
相
続
人
に

よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
具
体
的
に
は
個
々
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
て
判
断

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、︻
５
︼
判
決
と
︻
６
︼
判
決
は
、
い
ず
れ
も
重
要
な
先
例
判
断
と
言
え
る
。
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第
三
節　

遺
産
の
処
分
禁
止
の
指
示

１　

問
題
の
所
在

　

被
相
続
人
は
、
遺
産
分
割
の
禁
止
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
四
四
条
）
を
指
示
し
た
り
、
遺
言
執
行
者
の
処
分
権
限
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

遺
産
の
処
分
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
遺
言
執
行
者
は
、
被
相
続
人
の
意
思
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、

遺
産
を
処
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
判
例
上
、
遺
言
執
行
者
が
相
続
人
と
協
同
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
相
続
人
の

意
思
か
ら
外
れ
て
、
遺
産
を
処
分
す
る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
。

２　

遺
産
の
処
分
禁
止
の
指
示
に
反
す
る
処
分
の
有
効
性

（
１
）　

遺
産
分
割
の
禁
止
の
指
示
に
反
す
る
処
分

　

被
相
続
人
が
遺
産
分
割
の
禁
止
を
指
示
し
て
い
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
六
三
年
九
月
二
五
日
判
決）
₈₈
（

が
注
目
さ
れ
る
。

︻
７
︼
連
邦
通
常
裁
判
所　

一
九
六
三
年
九
月
二
五
日
判
決

　

事
案
の
概
要
：
被
相
続
人
Ａ
に
は
、
子
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
が
い
た
。
Ｂ
は
Ａ
に
対
し
て
債
務
を
負
っ
て
お
り
、
Ｂ
と
そ
の
妻
Ｄ
は
持
分
二
分
の

一
ず
つ
で
共
有
し
て
い
た
土
地
に
、
そ
の
債
務
の
担
保
と
し
て
抵
当
権
を
設
定
し
た
。

　

Ａ
は
、
Ｂ
を
先
位
相
続
人
、
Ｃ
を
後
位
相
続
人
、
Ｃ
の
子
Ｘ
を
補
充
後
位
相
続
人
と
し
、
さ
ら
に
遺
言
執
行
者
と
し
て
Ｅ
を
指
名
す
る
旨

の
遺
言
を
残
し
て
死
亡
し
た
。
Ｅ
は
、
Ａ
の
遺
産
の
一
部
に
つ
い
て
、
相
続
人
ら
の
同
意
の
下
に
遺
産
分
割
を
行
い
、
そ
の
際
、
Ｂ
は
Ａ
に

対
し
て
負
っ
て
い
る
債
務
と
自
身
の
遺
産
の
持
分
と
を
相
殺
し
た
。
ド
イ
ツ
法
上
、
被
担
保
債
権
が
消
滅
し
た
抵
当
権
は
、
土
地
債
務

（G
rundschuld

）
に
変
じ
て
土
地
所
有
者
に
移
転
す
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
本
件
で
は
、
Ｂ
の
相
殺
に
よ
っ
て
、
土
地
債
務
が
、
先
位



（　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

一
二
八

ド
イ
ツ
相
続
法
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
と
そ
の
限
界

一
二
八

相
続
人
と
し
て
の
Ｂ
に
帰
属
し
た
（
す
な
わ
ち
先
位
相
続
財
産
と
な
っ
た
）
の
か
、
そ
れ
と
も
、
Ｂ
自
身
に
帰
属
し
た
（
す
な
わ
ち
Ｂ
の
固

有
財
産
と
な
っ
た
）
の
か
が
争
わ
れ
た
。
最
終
的
に
、
土
地
債
務
は
、
前
者
の
場
合
に
は
補
充
後
位
相
続
人
Ｘ
の
も
の
と
な
り
、
後
者
の
場

合
に
は
、
Ｂ
が
死
亡
し
た
後
に
そ
の
単
独
相
続
人
と
な
っ
た
Ｄ
と
の
売
買
に
よ
っ
て
当
該
土
地
を
取
得
し
た
Ｙ
の
も
の
と
な
る
。

　

こ
の
検
討
に
あ
た
り
、
そ
も
そ
も
被
相
続
人
Ａ
が
そ
の
遺
言
に
お
い
て
遺
産
分
割
の
禁
止
を
指
示
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
遺
言
執
行
者
と

相
続
人
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
遺
産
の
一
部
の
分
割
が
有
効
と
な
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

　

判
旨
：﹁
被
相
続
人
に
よ
る
遺
産
分
割
の
禁
止
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
四
四
条
）
は
、
二
つ
の
意
味
を
有
す
る
。
一
つ
は
、
あ
る
共
同
相
続
人
の
、

他
の
共
同
相
続
人
に
対
す
る
遺
産
分
割
の
請
求
権
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
四
二
条
一
項
）
を
排
除
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
全
て
の

共
同
相
続
人
が
合
意
し
て
遺
産
分
割
を
行
う
場
合
、
こ
れ
は
、
被
相
続
人
の
意
思
に
全
く
反
し
な
い
の
で
、
法
律
上
有
効
で
あ
る
。
も
う
一

つ
に
は
、
遺
産
分
割
の
禁
止
の
指
示
は
、
全
て
の
共
同
相
続
人
が
合
意
し
て
い
る
場
合
で
も
被
相
続
人
が
遺
産
分
割
を
望
ま
な
い
と
い
う
よ

り
広
い
意
味
を
有
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
全
て
の
共
同
相
続
人
が
合
意
し
て
し
た
遺
産
分
割
は
、
被
相
続
人
の
意
思
と
相
容
れ
な

い
。
し
か
し
、
被
相
続
人
に
よ
る
遺
産
分
割
の
禁
止
の
指
示
が
あ
る
場
合
、
⋮
⋮
法
律
行
為
上
の
禁
止
の
問
題
で
あ
る
た
め
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一

三
七
条
に
よ
り
処
分
権
限
が
物
権
的
に
制
限
さ
れ
る
の
で
は
な
く
（
同
条
一
文
）、
相
続
人
の
債
務
法
上
の
不
作
為
義
務
を
発
生
さ
せ
る
に

と
ど
ま
り
（
同
条
二
文
）、
そ
の
違
反
は
、
処
分
行
為
の
物
権
的
有
効
性
に
は
影
響
し
な
い
⋮
⋮
﹂。
そ
し
て
、﹁
被
相
続
人
に
よ
る
遺
産
分

割
の
禁
止
に
対
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
七
条
の
制
限
は
、
遺
言
執
行
が
指
示
さ
れ
て
い
る
と
き
も
通
用
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂。
し

た
が
っ
て
、
本
件
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、﹁
相
続
人
と
遺
言
執
行
者
は
共
同
で
遺
産
の
目
的
物
に
つ
い
て
物
権
的
に
処
分
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
遺
産
の
目
的
物
の
処
分
は
⋮
⋮
全
く
不
可
能
で
あ
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
七
条
一
項
に
反
す
る

こ
と
に
な
る
﹂。

　

以
上
の
判
断
を
示
し
た
上
で
、
本
件
で
は
、
全
て
の
共
同
相
続
人
と
遺
言
執
行
者
と
の
間
に
明
確
な
合
意
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
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被
相
続
人
に
よ
る
遺
産
分
割
の
禁
止
の
指
示
に
反
す
る
処
分
も
可
能
で
あ
る
、
と
し
た
。

　

被
相
続
人
が
遺
産
分
割
の
禁
止
を
指
示
し
て
い
た
場
合
、
遺
言
執
行
者
は
遺
産
分
割
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
本
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
遺
言
執
行
者
と
相
続
人
全
員
の
合
意
が
あ
れ
ば
、
遺
産
分
割
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
遺
産
の
処
分
は
少
な
く
と
も
物
権
的
に
は
有
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
本
判
決
は
ま
ず
、
被
相
続
人
に
よ
る
遺
産
分
割
禁
止
の

指
示
の
目
的
を
分
析
し
、
そ
の
目
的
に
実
質
的
に
反
さ
な
い
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
と
相
続
人
の
間
の
合
意
を
有
効
と
す
る
判
断
を
し
て

い
る
。
ま
た
、
被
相
続
人
の
目
的
に
実
質
的
に
反
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
合
意
に
基
づ

く
処
分
は
有
効
で
あ
る
と
し
た
。

　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
七
条
は
、
処
分
権
限
は
法
律
行
為
に
よ
っ
て
排
除
ま
た
は
制
限
さ
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
処
分
権
限
は
物
権
的
に
制
限
さ
れ

る
の
で
は
な
く
（
同
条
一
文
）、
債
権
法
上
の
不
作
為
義
務
を
創
設
す
る
こ
と
（
同
条
二
文
）
を
規
定
す
る）
₈₉
（

。
同
条
一
文
は
、
権
利
が
譲
渡

で
き
る
場
合
、
そ
の
性
質
は
法
律
行
為
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
権
利
者
に
よ
っ
て
も
第
三
者
に
よ
っ

て
も
目
的
物
を
全
く
処
分
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
態
に
置
こ
う
と
す
る
法
律
行
為
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
目
的
物
が
物

権
的
に
法
的
取
引
の
対
象
外
に
置
か
れ
る
こ
と
を
禁
止
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
取
引
の
硬
直
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
処

分
の
可
能
性
を
排
除
す
る
旨
の
法
律
行
為
の
意
思
表
示
に
反
し
て
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
単
に
意
思
表
示
に
反
し
た
こ
と
へ
の
損
害

賠
償
請
求
の
根
拠
と
な
る
の
み
で
あ
っ
て
、
処
分
の
物
権
的
な
効
力
は
妨
げ
ら
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る）
₉₀
（

。

　

こ
の
こ
と
は
、
遺
言
執
行
の
場
面
で
も
適
用
さ
れ
る
。
被
相
続
人
が
遺
産
の
処
分
を
禁
止
す
る
場
合
、
そ
の
遺
産
は
遺
言
執
行
者
に
よ
っ

て
も
相
続
人
に
よ
っ
て
も
処
分
さ
れ
得
な
い
こ
と
に
な
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
七
条
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
処
分
の
可
能
性
を

排
除
す
る
被
相
続
人
の
指
示
に
反
し
て
遺
産
の
処
分
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
処
分
の
物
権
的
な
有
効
性
に
は
影
響
が
な
く
、
結
果
と
し
て
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処
分
は
有
効
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
下
で
、
本
件
に
お
い
て
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
被
相
続
人
に
よ
り
遺
産
分
割
の
禁
止
が
指
示
さ

れ
て
い
て
も
、
遺
言
執
行
者
と
全
て
の
相
続
人
が
共
同
で
遺
産
分
割
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
処
分
は
有
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

　

右
の
よ
う
な
遺
産
分
割
の
禁
止
の
意
味
と
そ
れ
に
反
す
る
処
分
の
有
効
性
の
見
解
は
、
本
判
決
以
前
に
多
く
の
学
説
に
お
い
て
主
張
さ
れ

て
お
り）
₉₁
（

、
本
判
決
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
上
で
、
遺
言
執
行
者
が
存
在
す
る
場
合
に
お
け
る
取
扱
い
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

本
件
の
よ
う
に
遺
言
執
行
者
が
全
て
の
相
続
人
の
合
意
に
よ
っ
て
遺
産
分
割
の
禁
止
に
反
し
た
場
合
は
、
相
続
人
ら
は
遺
言
執
行
者
が
被
相

続
人
の
指
示
に
反
し
た
こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る）
₉₂
（

。

（
２
）　

遺
言
執
行
者
の
処
分
権
限
を
制
限
す
る
指
示
に
反
す
る
処
分

　

そ
の
後
、
関
連
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
と
し
て
、
一
九
七
一
年
六
月
一
八
日
決
定）
₉₃
（

が
登
場
し
た
。︻
７
︼
判
決
は
、
遺
産
分
割
の

禁
止
に
反
す
る
処
分
に
つ
き
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
七
条
を
用
い
て
当
該
処
分
を
有
効
と
解
す
る
道
を
開
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、
被

相
続
人
に
よ
っ
て
遺
言
執
行
者
の
処
分
権
限
が
制
限
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権
限
を
越
え
て
な
さ
れ
た
処
分
が
問
題
と
な
っ
た
ケ
ー
ス

で
あ
る
。

︻
８
︼
連
邦
通
常
裁
判
所　

一
九
七
一
年
六
月
一
八
日
決
定

　

事
案
の
概
要
：
被
相
続
人
Ａ
は
、
一
九
六
八
年
に
死
亡
し
た
。
Ａ
は
、
一
九
六
五
年
八
月
三
日
の
公
正
証
書
遺
言
に
お
い
て
、
Ａ
の
子
で

あ
る
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
を
先
位
相
続
人
に
指
名
し
、
Ａ
の
孫
で
あ
る
Ｄ
お
よ
び
Ｅ
を
後
位
相
続
人
に
指
名
し
、
同
時
に
、
遺
言
執
行
を
指
示
し
た
。

執
行
の
内
容
は
、
①
Ｂ
お
よ
び
Ｃ
の
生
計
を
確
保
す
る
た
め
に
、
遺
産
中
の
土
地
を
保
持
す
る
こ
と
、
②
遺
言
執
行
者
が
全
て
の
権
利
を
有

す
る
が
、
遺
産
中
の
土
地
に
つ
い
て
は
処
分
で
き
な
い
こ
と
、
③
先
位
相
続
人
の
一
人
が
死
亡
す
る
ま
で
遺
言
執
行
を
継
続
す
べ
き
こ
と
、
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で
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。

　

遺
言
執
行
者
に
選
任
さ
れ
た
Ｆ
は
、
Ｂ
～
Ｅ
と
と
も
に
一
九
六
九
年
三
月
二
七
日
に
公
正
証
書
を
作
成
し
、
そ
の
内
容
に
は
、
遺
産
中
の

土
地
に
つ
き
、
先
位
相
続
人
間
の
共
同
相
続
関
係
か
ら
、
先
位
相
続
人
間
で
持
分
二
分
の
一
ず
つ
の
共
有
に
変
更
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
遺
産
の
一
部
に
つ
い
て
先
位
相
続
人
の
間
で
遺
産
分
割
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
右
公
正
証
書
を
公
証
し

た
Ｇ
は
、
登
記
所
と
し
て
登
記
事
務
を
取
り
扱
う
区
裁
判
所
に
対
し
、
右
公
正
証
書
に
基
づ
く
不
動
産
登
記
の
実
行
を
申
請
し
た
。
し
か
し
、

区
裁
判
所
が
登
記
の
申
請
を
す
べ
て
却
下
し
た
た
め
に
、
Ｆ
お
よ
び
Ｇ
が
抗
告
し
た
。
地
方
裁
判
所
は
、
相
続
人
と
遺
言
執
行
者
は
遺
産
中

の
土
地
に
関
し
て
処
分
権
限
を
有
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
共
同
相
続
関
係
を
共
有
へ
転
換
す
る
こ
と
は
法
的
に
無
効
で
あ
る
と
し
て
、

抗
告
を
却
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｆ
お
よ
び
Ｇ
は
さ
ら
に
抗
告
を
行
っ
た
。
抗
告
を
受
理
し
た
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
本
件
の
検
討
に
あ

た
り
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
た
。

　

判
旨
：
本
件
は
、﹁
遺
言
執
行
が
指
示
さ
れ
、
し
か
し
被
相
続
人
の
指
示
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
八
条
）
に
よ
っ
て
遺
言
執
行
者
か
ら
遺
産
の

目
的
物
の
処
分
権
が
除
か
れ
て
い
る
場
合
、
遺
言
執
行
者
と
相
続
人
が
遺
産
の
目
的
物
を
共
同
で
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と

い
う
問
題
に
か
か
わ
る
⋮
⋮
﹂。

　
﹁
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
七
条
一
文
に
よ
れ
ば
、
譲
渡
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
利
の
処
分
権
限
は
、
法
律
行
為
に
よ
っ
て
は
物
権
的
な
効
力
を
も
っ

て
排
除
ま
た
は
制
限
さ
れ
え
な
い
﹂。

　
﹁
も
っ
ぱ
ら
処
分
に
直
接
に
関
係
す
る
相
続
人
と
遺
言
執
行
者
の
間
の
こ
こ
で
の
合
意
は
、
対
立
す
る
被
相
続
人
の
指
示
に
優
先
す
る
旨

を
、
当
裁
判
所
は
、B

G
H

Z
 40, 115, 118

（
＝W

M
 1963, 1211

）
に
お
い
て
遺
産
分
割
の
禁
止
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
四
四
条
）
の
ケ
ー
ス
に

つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
⋮
⋮
。
そ
の
法
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
被
相
続
人
が
遺
言
執
行
の
指
示
の
際
に
、
個
々
の
遺
産
の
目
的
物
に
つ
い
て
誰

に
よ
っ
て
も
処
分
で
き
な
い
と
い
う
範
囲
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
⋮
⋮
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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﹁
遺
言
執
行
に
お
け
る
遺
産
の
目
的
物
の
自
由
処
分
性
に
関
し
て
は
、
す
で
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
一
条
の
文
言
が
、
法
律
は
処
分
権
限
を
有

す
る
人
物
を
決
定
す
る
だ
け
で
あ
り
、
処
分
の
可
能
性
を
総
じ
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
、
と
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
﹂。

　

こ
こ
で
は
、﹁
遺
言
執
行
者
と
相
続
人
に
よ
っ
て
共
同
で
な
さ
れ
た
処
分
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
⋮
⋮
遺
言
執
行
者
の
処

分
権
限
の
制
限
が
被
相
続
人
の
指
示
に
基
づ
く
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
八
条
）
と
い
う
本
件
に
つ
い
て
、
す
く
な
く
と
も
、
法
律
上
の
規
定
に
お

い
て
⋮
⋮
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
七
条
の
原
則
に
反
し
て
⋮
⋮
被
相
続
人
が
遺
産
の
目
的
物
の
処
分
を
全
く
不
可
能
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
ま
で
い

う
根
拠
は
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
む
ろ
ん
法
律
に
よ
り
強
調
さ
れ
る
⋮
⋮
被
相
続
人
の
意
思
へ
の
遺
言
執
行
者
の
拘
束

は
、
こ
こ
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
七
条
の
規
定
に
優
先
す
る
も
の
で
は
な
い
﹂。

　

以
上
に
よ
り
、
結
局
、
本
件
に
つ
い
て
は
、﹁
実
体
法
上
の
観
点
か
ら
、
遺
言
執
行
者
の
処
分
権
限
に
被
相
続
人
に
よ
る
譲
渡
禁
止
⋮
⋮

が
か
け
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
相
続
人
が
共
同
で
処
分
を
し
、
ま
た
は
、
そ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
か
る
禁
止
は
排
除
さ
れ

る
﹂
か
ら
、
土
地
に
つ
い
て
両
先
位
相
続
人
の
共
同
相
続
関
係
を
共
有
へ
変
更
す
る
と
い
う
登
記
の
申
請
に
つ
い
て
、
地
方
裁
判
所
の
判
断

は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
。

　

本
判
決
は
、︻
７
︼
判
決
を
踏
襲
し
、
補
充
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
か
つ
て
の
判
例
は
、
被
相
続
人
が
遺
言
執
行
者
の
処
分
権

を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
続
人
も
遺
言
執
行
者
も
遺
産
の
処
分
権
を
有
さ
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
の
見
解
に
立
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
が）
₉₄
（

、
本
判
決
は
こ
れ
を
﹁
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
﹂
と
し
て
否
定
し
た
。
本
判
決
に
よ
れ
ば
、
処
分
の
可
能
性
の
一
切
の
排
除
は

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
七
条
に
反
し
て
お
り
、
ま
た
、
法
律
上
そ
の
よ
う
な
排
除
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
も
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、
遺
言
執
行
者
は
被

相
続
人
の
意
思
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
原
則
も
法
律
の
規
定
を
超
え
て
優
先
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、︻
７
︼
判
決
を
補
充
す
る
判
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断
を
示
し
た
。

（
３
）　

分　

析

　
︻
７
︼
判
決
お
よ
び
︻
８
︼
決
定
か
ら
、
被
相
続
人
が
遺
産
の
処
分
を
禁
止
し
て
い
る
場
合
で
も
、
遺
言
執
行
者
と
相
続
人
全
員
の
同
意

が
あ
れ
ば
、
法
律
上
有
効
に
遺
産
を
処
分
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
被
相
続
人
の
意
思
が
法
律
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ

る
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
、
遺
言
執
行
者
の
権
限
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
本
来
被
相
続
人
の
意
思
に
従
う
べ
き
遺
言
執
行
者
で
あ
っ
て

も
、
相
続
人
と
協
同
す
る
こ
と
で
、
被
相
続
人
の
意
思
に
反
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
遺
言
執
行
者
が
相
続
人
と
の
取
決

め
や
合
意
を
な
す
か
否
か
を
決
定
し
、
法
律
上
有
効
に
遺
産
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
、
結
果
と
し
て
、
遺
言
執
行

者
の
権
限
は
、
被
相
続
人
の
意
思
を
も
上
回
る
こ
と
の
あ
る
強
力
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
遺
言
執
行
者
の
権
限
は
、

被
相
続
人
が
遺
産
の
処
分
可
能
性
を
一
切
排
除
し
て
い
る
た
め
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
七
条
に
反
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
に
限
定
さ
れ
る
が
、
被
相
続

人
の
意
思
に
拘
束
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
点
は
、
遺
言
執
行
の
中
で
も
特
異
な
点
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
遺
言
執
行
者
の
権
限
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
そ
の
後
の
判
例
や
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
て
い
る）
₉₅
（

。
ま
た
、

学
説
に
お
い
て
も
、
こ
の
判
断
は
一
般
に
肯
定
さ
れ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
遺
言
執
行
者
は
被
相
続
人
の
指
示
に
反
し
え
な
い
も
の
の
、
Ｂ

Ｇ
Ｂ
一
三
七
条
に
よ
り
、
全
て
の
相
続
人
の
同
意
の
下
で
の
み
、
遺
産
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る）
₉₆
（

。

　

な
お
、
こ
の
よ
う
に
被
相
続
人
が
遺
産
の
処
分
を
禁
止
す
る
ケ
ー
ス
に
対
し
、
遺
産
分
割
が
指
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
続

人
ら
が
遺
産
分
割
を
望
ま
ず
、
遺
産
共
有
の
状
態
を
継
続
し
よ
う
と
す
る
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
。
遺
言
執
行
者
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
四
条

に
よ
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
四
二
条
に
し
た
が
っ
て
遺
産
分
割
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
四
二
条
二
項
で
は
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
七
四
九
条
二
項
が
準
用
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
七
四
九
条
二
項
は
、
共
有
関
係
の
解
消
は
取
決
め
に
よ
っ
て
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
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す
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
産
共
有
状
態
に
あ
る
相
続
人
全
員
が
、
遺
産
分
割
を
行
わ
な
い
と
い
う
取
決
め
を
し
た
場
合
、
遺
言
執
行
者
も
そ

の
取
決
め
に
拘
束
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る）
₉₇
（

。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
遺
言
執
行
者
は
被
相
続
人
の
意
思
よ
り
も
相
続
人
の
意
思
に
拘
束

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
四
節　

遺
産
の
管
理

１　

問
題
の
所
在

　

遺
言
執
行
者
は
、
遺
産
の
管
理
処
分
権
を
有
し
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
五
条
）、
遺
産
に
つ
い
て
﹁
通
常
の
管
理
（ordnungsm

äß
ige 

V
erw

altung

）﹂
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
六
条
）。
こ
の
﹁
通
常
の
管
理
﹂
の
基
準
は
、
ま
ず
、
遺

言
執
行
者
に
ど
の
よ
う
な
職
務
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る）
₉₈
（

。
例
え
ば
、
継
続
的
な
執
行
に
よ
っ
て
相
続
人
の
扶
養
を
長

期
間
保
障
す
べ
き
場
合
は
、
遺
言
執
行
者
は
安
定
し
た
収
益
を
目
指
し
て
管
理
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遺
産
の
財
産
が
最
終
的

に
後
位
相
続
人
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
場
合
は
、
可
能
な
限
り
資
産
の
価
値
を
高
め
る
よ
う
な
管
理
措
置
が
求
め
ら
れ
る
。
遺
産
分
割
ま
で
の

遺
産
の
維
持
が
主
た
る
職
務
で
あ
る
場
合
は
、
遺
産
の
維
持
に
必
要
な
管
理
措
置
が
な
さ
れ
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、﹁
通
常
の
管
理
﹂
と
い

う
場
合
、
具
体
的
に
求
め
ら
れ
る
管
理
の
内
容
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
相
続
人
が
、
遺
言
執
行
者
の
管
理
が
適
切
で

は
な
い
と
し
て
、
遺
言
執
行
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
九
条
）
あ
る
い
は
解
任
請
求
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
二
七
条
）
を
申
し

立
て
る
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
争
い
に
お
い
て
は
、
相
続
人
の
保
護
を
図
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
一
方
で
、
遺
言
執
行
者
の
責
任
追
及
あ
る
い

は
解
任
を
可
能
と
す
る
規
定
の
目
的
を
超
え
て
、
遺
言
執
行
者
の
行
動
を
極
端
に
制
限
し
す
ぎ
な
い
よ
う
に
、
厳
格
な
解
釈
が
求
め
ら
れ
る

べ
き）
₉₉
（

と
の
指
摘
が
あ
り
、
遺
言
執
行
者
は
、
遺
産
の
管
理
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
義
務
を
負
う
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
、
遺
言
執
行
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者
は
ど
こ
ま
で
の
管
理
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
権
限
の
問
題
に
も
関
連
す
る
こ
と
に
な
る
。

２　

遺
産
の
管
理
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
権
限
と
裁
量

　

遺
産
の
管
理
に
つ
き
、
遺
言
執
行
者
の
立
場
と
そ
の
権
限
お
よ
び
裁
量
を
最
も
端
的
に
示
す
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
と
し
て
、
一
九
六

六
年
一
一
月
七
日
判
決）
１００
（

が
挙
げ
ら
れ
る
。

︻
９
︼
連
邦
通
常
裁
判
所　

一
九
六
六
年
一
一
月
七
日
判
決

　

事
案
の
概
要
：
一
九
四
七
年
七
月
に
死
亡
し
た
Ａ
と
一
九
四
九
年
七
月
に
死
亡
し
た
Ｂ
は
夫
婦
で
あ
り
、
生
前
に
共
同
遺
言
を
作
成
し
て

い
た
。
こ
の
共
同
遺
言
に
基
づ
き
、
Ｙ
は
、
Ａ
お
よ
び
Ｂ
の
遺
言
執
行
者
と
な
っ
た
。

　

一
九
五
〇
年
四
月
六
日
、裁
判
所
は
、Ｙ
の
転
居
に
よ
り
遺
言
の
執
行
が
困
難
に
な
っ
た
と
し
て
、Ｙ
を
遺
言
執
行
者
か
ら
解
任
し
た
（
以

下
、﹁
本
件
解
任
決
定
﹂
と
い
う
）。
し
か
し
、
本
件
解
任
決
定
に
反
し
、
Ｙ
は
、
一
九
五
〇
年
六
月
、
Ｅ
銀
行
に
対
し
、
遺
産
に
含
ま
れ
る

有
価
証
券
の
清
算
を
依
頼
し
た
。
ま
た
、
一
九
五
三
年
一
二
月
、
Ｙ
は
、﹁
Ａ
の
遺
産
﹂
の
名
義
で
Ｅ
銀
行
に
口
座
の
作
成
と
有
価
証
券
の

保
管
を
依
頼
し
た
。

　

そ
の
後
、
本
件
解
任
決
定
を
知
っ
た
Ｅ
銀
行
は
、
有
価
証
券
の
清
算
に
あ
た
り
、
Ｙ
の
処
分
権
を
確
認
す
る
た
め
、
Ｙ
に
遺
言
執
行
者
証

明
書
の
提
示
を
求
め
た
が
、
Ｙ
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
Ｅ
銀
行
は
、
遺
言
執
行
者
証
明
書
を
得
な
い
ま
ま
、
有
価
証
券
の

清
算
に
取
り
か
か
っ
た
。
他
方
で
、
Ｙ
に
対
し
、
遺
言
執
行
者
証
明
書
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
よ
う
求
め
続
け
て
い
た
。
し

か
し
、
Ｙ
が
い
っ
こ
う
に
資
格
を
証
明
し
な
い
た
め
、
Ｅ
銀
行
は
、
一
九
五
六
年
一
月
二
七
日
、
Ａ
お
よ
び
Ｂ
の
相
続
に
つ
き
、
遺
産
保
護

の
開
始
を
申
請
し
た
。
そ
の
後
、
遺
産
保
護
と
Ｙ
の
資
格
を
め
ぐ
る
訴
訟
の
中
で
、
本
件
解
任
決
定
は
破
棄
さ
れ
、
遺
産
保
護
も
廃
止
さ
れ



（　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

一
三
六

ド
イ
ツ
相
続
法
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
と
そ
の
限
界

一
三
六

た
。
Ｙ
に
は
、
遺
言
執
行
者
の
地
位
が
認
め
ら
れ
、
遺
言
執
行
者
証
明
書
が
付
与
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
争
訟
の
係
属
中
、
一
九
五
五
年
七
月
か
ら
一
九
五
六
年
八
月
の
間
に
、
Ｅ
銀
行
は
、
Ｙ
の
依
頼
に
反
し
、
遺
産
に
属
し
て
い
た

新
株
引
受
権
を
行
使
す
る
の
で
は
な
く
、
新
株
引
受
権
を
売
却
し
、
そ
の
収
益
を
﹁
Ａ
の
遺
産
﹂
の
口
座
に
入
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
Ｙ

は
、
Ｅ
銀
行
が
Ｙ
の
依
頼
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
し
か
し
Ｙ
は
敗
訴
し
、
遺
産
が
こ
の
訴
訟
費
用
を
負

担
し
た
。

　

以
上
の
事
実
関
係
に
お
い
て
、
Ａ
お
よ
び
Ｂ
の
遺
産
に
つ
き
八
分
の
一
の
共
同
相
続
人
で
あ
っ
た
Ｃ
は
、
Ｙ
が
遺
言
執
行
者
と
し
て
の
義

務
に
違
反
し
た
と
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
係
争
中
に
Ｃ
が
死
亡
し
た
た
め
、
Ｃ
の
相
続
人
で
あ
る
X1
お
よ
び
X2
が
本
件

訴
訟
を
引
き
継
い
で
い
る
。

　

Ｘ
ら
は
、
Ｙ
に
対
し
、
次
の
二
点
に
つ
い
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
て
い
る
。

　

一
点
目
は
、
Ｙ
の
遺
言
執
行
者
証
明
書
の
取
得
の
懈
怠
に
よ
り
被
っ
た
損
害
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｙ
が
速
や
か
に
遺
言
執
行
者
証
明
書

を
得
て
い
れ
ば
、
Ｅ
銀
行
は
新
株
引
受
権
を
行
使
す
る
と
い
う
依
頼
を
実
行
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
価
値
の
高
い
新
株
が
遺
産
に
含
ま
れ
る
こ

と
に
な
り
、
結
果
的
に
そ
の
八
分
の
一
が
Ｘ
ら
に
分
配
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
Ｙ
が
遺
言
執
行
者
証
明
書
の
取
得
を
怠
っ
た
た

め
に
、
Ｅ
銀
行
が
依
頼
を
実
行
せ
ず
、
遺
産
に
重
大
な
損
失
が
生
じ
た
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
ら
は
、
そ
の
相
続
分
に
相
当
す
る
損
失
を
被
っ

た
。

　

二
点
目
は
、
Ｙ
の
Ｅ
銀
行
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
か
か
っ
た
費
用
で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
は
、
は
じ
め
か
ら
勝
訴
の
見
込
み
が
無

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｙ
は
軽
率
に
も
訴
訟
を
提
起
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
訴
訟
費
用
分
の
損
害
が
遺
産
に
生
じ
、
Ｘ
ら
に
そ

の
う
ち
の
八
分
の
一
の
負
担
が
か
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
Ｘ
ら
の
請
求
に
つ
き
、
第
一
審
は
認
容
し
た
も
の
の
、
第
二
審
は
、
Ｘ
ら
の
請
求
の
う
ち
、
二
点
目
の
訴
訟
費
用
の
損
害
を
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認
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
ら
、
Ｙ
の
双
方
か
ら
上
告
が
な
さ
れ
た
。

　

判
旨
：
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
一
点
目
の
請
求
に
つ
き
、
Ｘ
ら
の
請
求
を
認
容
し
、
Ｙ
の
上
告
を
棄
却
し
た
。﹁
遺
言
執
行
者
は
、
遺
産

の
通
常
の
管
理
の
義
務
を
負
う
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
六
条
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
い
か
な
る
管
理
措
置
が
要
求
さ
れ

る
か
は
、
ま
ず
客
観
的
な
見
地
（B

G
H

Z
 25, 275, 280

⋮
⋮
）
と
、
経
済
性
の
一
般
的
な
原
則
⋮
⋮
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
遺

言
執
行
者
は
、
自
ら
の
利
害
に
よ
ら
ず
に
活
動
す
る
管
理
者
に
要
求
さ
れ
る
全
て
の
こ
と
を
な
し
、
相
続
人
ま
た
は
受
遺
者
に
と
っ
て
不
利

益
を
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
全
て
の
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
⋮
⋮
。
遺
言
執
行
者
は
、
原
則
と
し
て
、
遺
産
の
た
め
に
利
益
を
得
る
機
会

を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
律
は
、
よ
り
よ
い
成
果
の
上
げ
ら
れ
る
機
会
が
あ
り
、
遺
言
執
行
者
が
才
覚
と
知
識

に
よ
っ
て
そ
の
機
会
を
認
識
し
、
実
現
す
る
す
べ
も
心
得
て
い
る
場
合
、
措
置
が
経
済
的
に
要
求
さ
れ
る
か
否
か
の
判
断
を
広
範
囲
に
遺
言

執
行
者
の
裁
量
に
任
せ
て
お
り
（B

G
H

Z
 25, 275, 283

⋮
⋮
）、
義
務
に
忠
実
な
遺
言
執
行
者
は
通
常
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
成
果
（m

äß
ige 

E
rfolg

）
で
満
足
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
主
観
的
な
要
素
を
顧
慮
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
（O

G
H

Z
 3, 242, 247

）﹂。

　
﹁
Ｙ
は
、
遺
言
執
行
者
と
し
て
、
そ
の
裁
量
に
お
い
て
判
断
を
下
し
、
Ｅ
銀
行
に
適
当
な
仕
事
を
与
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
Ｙ
は
そ
の
仕

事
の
合
目
的
性
を
認
識
し
、
そ
の
機
会
を
利
用
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
、
通
常
の
管
理
の
原
則
に
よ
り
、
Ｙ
は
、
そ
の

事
務
を
継
続
的
に
か
つ
適
切
に
行
い
、
可
能
な
範
囲
で
協
力
し
、
例
え
ば
実
行
を
妨
げ
る
障
害
を
取
り
除
く
と
い
う
義
務
を
負
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
義
務
は
、
Ｅ
銀
行
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
Ｙ
が
そ
の
利
害
に
お
い
て
通
常
ど
お
り
に
遺
産
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
相

続
人
に
対
し
て
も
存
在
し
た
﹂。
本
件
に
お
い
て
、
Ｅ
銀
行
に
よ
る
遺
言
執
行
者
証
明
書
の
要
求
は
、
正
当
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
Ｅ
銀

行
が
遺
産
の
管
理
事
務
を
履
行
す
る
か
ど
う
か
は
、
Ｙ
が
証
明
書
の
提
出
を
行
う
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
当
然
に
Ｙ
も
認

識
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
Ｙ
は
、
自
身
で
適
切
と
判
断
し
た
措
置
を
履
行
す
る
た
め
に
、﹁
Ｙ
に
と
っ
て
可
能
な
全
て
の
こ
と
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
﹂。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｙ
は
、
証
明
書
の
提
出
を
拒
絶
し
、
証
明
書
の
申
請
も
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｙ
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自
身
が
実
行
す
べ
き
事
務
を
妨
げ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
Ｙ
は
客
観
的
に
そ
の
管
理
の
義
務
に
違
反
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

次
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
二
点
目
の
Ｘ
の
請
求
に
つ
い
て
も
認
容
し
た
。
す
な
わ
ち
、
遺
言
執
行
者
は
、
そ
の
職
務
に
基
づ
い
て
、

遺
産
に
含
ま
れ
る
請
求
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
の
費
用
は
、
た
と
え
訴
訟
に
敗
訴
し
た
場
合
で
も
、﹁
通
常
の
管
理
の

原
則
に
従
っ
て
そ
の
訴
訟
の
実
行
が
正
当
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
場
合
、
お
よ
び
、
そ
の
限
り
で
、
遺
産
が
負
担
す
る
﹂。﹁
し
か
し
な
が
ら
、

遺
言
執
行
者
は
⋮
⋮
明
ら
か
に
不
必
要
な
、
軽
率
な
、
ま
た
は
、
自
ら
の
個
人
的
な
利
害
関
係
に
よ
り
影
響
さ
れ
る
訴
訟
追
行
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
し
た
損
害
に
つ
い
て
、
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂。
本
件
で
は
、﹁
Ｙ
は
、
求
め
ら
れ
る
注
意
力
を
も
っ
て
す
る
と
、
Ｅ
銀

行
は
賠
償
義
務
を
負
わ
ず
、
Ｅ
銀
行
に
対
す
る
訴
訟
は
根
拠
が
な
く
失
敗
に
終
わ
る
に
違
い
な
い
こ
と
を
、
そ
の
立
場
か
ら
認
識
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
⋮
⋮
そ
れ
ゆ
え
、
Ｙ
は
、
遺
産
に
対
し
、
そ
の
費
用
を
限
度
と
し
て
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
﹂
と
判
断
さ
れ

た
。

　

本
判
決
は
、
遺
産
の
管
理
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
立
場
や
権
限
の
範
囲
に
つ
い
て
、
従
来
の
判
例
の
判
断
を
踏
ま
え
、
簡
潔
に
判
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
遺
言
執
行
者
の
義
務
違
反
を
原
因
と
す
る
相
続
人
の
損
害
賠
償
請
求
が
争
わ
れ
た
。

　

か
つ
て
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
六
条
お
よ
び
二
二
一
九
条
に
よ
り
、
遺
言
執
行
者
に
は
特
別
な
誠
実
さ
と
注
意
力
が
求
め
ら

れ
て
い
る
と
解
し）
１０１
（

、
連
邦
通
常
裁
判
所
も
こ
の
見
解
を
引
き
継
い
で
き
た
。
遺
言
執
行
者
に
は
、
他
人
の
財
産
で
あ
る
遺
産
の
管
理
の
た
め

に
、
常
に
厳
し
い
注
意
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
遺
言
執
行
者
は
他
者
の
た
め
に
活

動
す
る
財
産
の
管
理
者
と
し
て
、
相
続
人
や
受
遺
者
の
利
益
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
原
則
と
し
て
遺
産
の
た
め
に
利
益
を
得
る
機
会

を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、﹁
遺
言
執
行
者
は
、
そ
の
遺
産
を
維

持
し
、
保
護
し
、
損
失
を
防
ぎ
、
さ
ら
に
収
益
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る）
１０２
（

。
そ
の
後
の
判
例
や
下
級
審
裁
判
例
も
こ
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れ
ら
の
表
現
を
引
用
し
、
遺
言
執
行
者
の
基
本
的
な
立
場
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る）
１０３
（

。

　

他
方
で
、
遺
言
執
行
者
は
実
際
の
執
行
に
お
い
て
、
客
観
的
な
観
点
と
経
済
的
な
観
点
か
ら
、
い
か
な
る
管
理
を
行
う
か
を
自
ら
の
裁
量

で
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
。
こ
の
点
、
前
述
の
︻
６
︼
判
決）
１０４
（

は
、
遺
産
に
属
す
る
債
権
の
行
使
も
遺
言
執
行
者
の
管
理
権
限
に
含
ま
れ
る

と
こ
ろ
、﹁
遺
言
執
行
者
は
、
自
ら
の
裁
量
に
よ
り
、
債
権
の
行
使
が
経
済
的
に
望
ま
し
い
か
ど
う
か
、
ま
た
は
、
さ
し
あ
た
り
債
権
の
行

使
を
見
合
わ
せ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遺
言
執
行
者
は
、
認
め
ら
れ
て
い
る
裁
量
の
範
囲
を
超
え
た
と
き
の
み
、
遺

産
の
通
常
の
管
理
に
反
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
遺
産
を
害
す
る
よ
う
な
措
置
が
実
行
さ
れ
た
場
合
に
当
て
は
ま
る
﹂
と
の
判

断
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
遺
産
の
管
理
に
つ
き
遺
言
執
行
者
の
幅
広
い
裁
量
を
認
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、︻
９
︼

判
決
は
、
遺
言
執
行
者
は
通
常
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
成
果
で
満
足
し
て
は
な
ら
ず
、
よ
り
よ
い
成
果
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

判
断）
１０５
（

も
是
認
し
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

判
例
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
解
釈
は
、
い
ま
や
一
般
的
基
準
と
な
っ
て
い
る）
１０６
（

。
こ
の
基
準
の
下
で
は
、
遺
言
執
行
者
に
求

め
ら
れ
て
い
る
注
意
力
と
執
行
行
為
の
レ
ベ
ル
は
決
し
て
低
く
な
く
、
む
し
ろ
、
被
相
続
人
や
相
続
人
お
よ
び
受
遺
者
の
た
め
に
、
遺
言
執

行
者
は
重
大
な
責
務
を
負
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、
具
体
的
な
管
理
方
法
や
実
行
は
、
遺
言
執
行
者
の
広
い
裁
量
に
委
ね
ら

れ
、
そ
の
範
囲
内
で
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
行
う
権
限
を
有
し
て
い
る
。

　
︻
９
︼
判
決
は
、
二
点
目
の
争
点
に
関
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
の
下
で
、
裁
量
を
超
え
る
も
の
と
し
て
遺
言
執
行
者
の
義
務
違
反
を

肯
定
し
た
一
例
で
あ
る
。
遺
産
中
の
請
求
権
の
行
使
に
つ
き
、
そ
の
請
求
訴
訟
が
明
ら
か
に
不
必
要
な
、
軽
率
な
、
あ
る
い
は
、
自
己
の
個

人
的
な
利
害
関
係
に
影
響
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
遺
言
執
行
者
が
要
求
さ
れ
る
注
意
力
の
下
で
こ
の
こ
と
を
認
識
す
べ
き
場
合
、
遺
言

執
行
者
は
遺
産
に
損
害
を
も
た
ら
す
訴
訟
を
追
行
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
遺
言
執
行
者
の
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
判
例
や
下
級
審
裁
判
例
の
蓄
積
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
巨
額
の
金
銭
が
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無
利
子
で
放
置
さ
れ
て
い
た
場
合）
１０７
（

や
、
遺
言
執
行
者
が
あ
ま
り
に
廉
価
で
遺
産
中
の
不
動
産
の
売
却
を
許
可
し
た
場
合）
１０８
（

、
財
産
の
管
理
を
委

託
さ
れ
た
第
三
者
の
監
督
を
遺
言
執
行
者
が
怠
っ
た
場
合）
１０９
（

、
適
切
な
時
期
を
逃
し
て
遺
産
中
の
権
利
を
主
張
し
た
場
合）
１１０
（

な
ど
に
お
い
て
、
遺

言
執
行
者
は
そ
の
裁
量
を
逸
脱
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
。
ま
た
、
遺
言
執
行
者
が
法
律
の
専
門
家
で
な
い
場
合
に
、
法
的
問
題
の
判
断
が

必
要
に
な
っ
た
際
に
は
、
そ
の
遺
言
執
行
者
は
法
的
助
言
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
判
断
も
下
さ
れ
て
い
る）
１１１
（

。
も
っ
と
も
、
反
対
に
、

遺
言
執
行
者
に
つ
き
、
い
ず
れ
の
銀
行
が
よ
り
高
い
利
息
を
支
払
う
か
を
自
発
的
に
調
査
す
る
義
務
は
な
い
と
の
判
例
も
見
ら
れ
る）
１１２
（

。
こ
の

よ
う
に
、
遺
言
執
行
者
が
な
す
べ
き
管
理
の
範
囲
は
、
客
観
的
な
見
地
お
よ
び
経
済
的
な
観
点
か
ら
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
遺
言
執
行
者

に
ど
の
よ
う
な
義
務
が
認
め
ら
れ
、
ど
の
程
度
の
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
は
、
個
別
的
な
ケ
ー
ス
の
事
情
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
る

た
め
、
さ
ら
に
一
般
的
な
基
準
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
と
思
わ
れ
る
。

３　

遺
産
の
投
資

　
﹁
遺
産
の
管
理
﹂
に
は
、
単
に
遺
産
の
価
値
を
維
持
す
る
管
理
行
為
だ
け
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
よ
り
よ
い
利
益
を
得
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
遺
産
を
投
資
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
遺
産
の
管
理
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
権
限
お
よ
び
裁
量
に
関
し
て
一
般
的
な
基
準
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る

が
、
遺
言
執
行
者
に
よ
る
遺
産
の
投
資
の
場
面
で
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
に
よ
る
一
九
八
六
年
一
二
月
三
日
判
決）
１１３
（

が
興
味
深
い
判
断
を
下
し

て
い
る
。

︻
10
︼
連
邦
通
常
裁
判
所　

一
九
八
六
年
一
二
月
三
日
判
決

　

事
案
の
概
要
：
被
相
続
人
Ａ
は
、
一
九
七
二
年
七
月
一
二
日
に
死
亡
し
た
。
Ａ
の
遺
言
に
基
づ
い
て
、
Ｘ
ら
が
相
続
人
と
な
り
、
Ｙ
が
遺
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言
執
行
者
と
な
っ
た
。
遺
産
の
ほ
と
ん
ど
は
す
で
に
分
割
さ
れ
、
Ｙ
は
、
わ
ず
か
な
株
式
を
管
理
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
Ｙ
は
、
遺
産
か
ら

遺
言
執
行
の
報
酬
と
し
て
約
一
二
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
を
受
け
取
っ
た
。
Ｘ
ら
は
こ
の
額
を
高
す
ぎ
る
と
評
価
し
、
Ｙ
に
対
し
、
約
七
万
ド
イ

ツ
マ
ル
ク
お
よ
び
利
息
の
返
還
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
さ
ら
に
、
Ｘ
ら
は
、
Ｙ
が
一
九
七
三
年
五
月
に
遺
産
の
管
理
の
一
環
と
し
て
株
式
を

約
五
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
価
格
で
購
入
し
た
が
、
利
益
が
出
ず
、
一
九
七
四
年
お
よ
び
一
九
七
九
年
に
損
害
を
伴
っ
て
こ
の
株
式
を
売
却
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺
産
に
損
害
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
、
Ｙ
に
対
し
、
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。

　

第
一
審
は
、
株
式
の
売
買
に
か
か
る
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
棄
却
し
た
が
、
Ｙ
に
対
し
、
報
酬
の
一
部
の
返
還
を
命
じ
た
。
第
二
審

は
、
株
式
の
売
買
に
か
か
る
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
、
さ
ら
に
Ｙ
に
対
し
、
報
酬
の
一
部
の
返
還
を
命
じ
た
。
そ
こ
で
、
Ｙ
が
上
告
し
た
。

　

判
旨
：﹁
従
来
の
当
裁
判
所
の
判
断
に
お
い
て
何
度
も
、
遺
産
の
通
常
の
管
理
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
六
条
一
項
）
は
、
遺
言
執
行
者
に
、
特

別
な
誠
実
さ
お
よ
び
注
意
力
を
も
っ
て
す
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
（R

G
Z

 130, 131, 135

）。
遺
言
執
行
者
は
、

委
ね
ら
れ
た
財
産
を
維
持
し
、
保
全
し
、
損
失
を
防
ぎ
、
利
益
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
管
理
の
通
常
性
が
常
に
厳
し
く

要
求
さ
れ
る
（
例
え
ば
、B

G
H

⋮
⋮N

JW
 1959, 1820；

W
M

 1967, 25 ［27

］）。
他
方
、
判
例
は
、
遺
言
執
行
者
が
遺
産
の
管
理
の
際
に

広
く
自
ら
の
裁
量
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
遺
言
執
行
者
は
、
認
め
ら
れ
た
裁
量
の
限
度
を
超
え
た
場
合
に
の
み
、
遺
産
の

通
常
の
管
理
の
義
務
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
（B

G
H

Z
 25, 275 ［283f

］）﹂。

　
﹁
む
ろ
ん
、
遺
言
執
行
者
は
⋮
⋮
そ
の
職
務
の
通
常
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
成
果
で
満
足
し
て
は
な
ら
ず
、
よ
り
よ
い
成
果
の
機
会
を
利
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（O

G
H

Z
 3, 242 ［247

］）。
こ
の
こ
と
は
、
重
大
な
遺
産
を
管
理
す
る
遺
言
執
行
者
が
、
投
資
の
決
定
の
際
に
、
相

続
人
が
望
む
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
﹃
確
実
な
方
法
（sicherste W

eg

）﹄
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
排
除
す
る
﹂。

　

投
資
の
場
面
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
後
見
（
被
後
見
人
の
財
産
の
運
用
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
八
〇
七
条
以
下
）
お
よ
び
物
権
（
用
益
権
の
付
さ
れ

た
利
息
付
債
権
の
取
立
元
本
の
投
資
、Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
〇
七
九
条
）
で
は
、法
律
は
﹁
確
実
性
（Sicherheit

）﹂
と
い
う
観
点
を
重
視
し
て
い
る
。
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﹁
相
続
法
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
投
資
の
規
定
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
一
一
九
条
参
照
）
は
通
用
し
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
遺
言
執
行
者
に
つ

い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
遺
言
執
行
者
は－

人
物
と
し
て
お
よ
び
組
織
と
し
て－

被
相
続
人
の
特
別
な
信
頼
を
受
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

前
述
の
よ
う
に
、
遺
言
執
行
者
に
は
大
き
く
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（B
G

H
Z

 25, 275 ［283f

］）。
⋮
⋮
遺
言
執
行
者
は
、
被
相
続
人
と

同
様
の
、
さ
ら
に
巨
額
の
財
産
が
あ
る
場
合
に
は
経
営
者
と
同
様
の
状
態
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
通
常
の
管
理
の
限
界
を
い
わ
ゆ

る
﹃
確
実
な
方
法
﹄
に
限
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
﹂。﹁
遺
言
執
行
者
は
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
独
立
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
全
て
の
相

続
人
の
意
思
に
反
し
て
も
﹂、
い
か
な
る
方
法
を
採
る
の
か
を
﹁
決
定
し
な
け
れ
ば
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
に
、
一
般
的

な
経
済
性
の
観
点
（
例
え
ばB

G
H

 W
M

 1967,25 

［27

］）
に
適
合
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
経
済
性
の
原
則
は
、
投
資
の
決
定
の
際
、
常

に
慎
重
な
﹃
確
実
な
方
法
﹄
を
強
く
勧
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
従
う
と
す
れ
ば
、
遺
言
執
行
者
の
自
発
性
は
あ
ま
り
に
制
限
さ

れ
る
。
む
し
ろ
、
リ
ス
ク
と
チ
ャ
ン
ス
を
考
量
し
、
行
動
す
る
あ
る
い
は
行
動
し
な
い
と
い
う
、
慎
重
で
堅
実
な
、
し
か
し
﹃
活
動
的
な

（dynam
isch

）﹄
事
務
管
理
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
る
﹂。
そ
れ
ゆ
え
、
遺
言
執
行
者
は
原
則
と
し
て
自
由
な
立
場
に
あ
り
、
個
々
の

ケ
ー
ス
に
お
い
て
、﹁﹃
経
済
的
な
財
産
の
管
理
の
原
則
に
反
す
る
﹄
投
資
の
み
﹂
が
批
判
の
対
象
と
な
る
。

　

経
済
的
に
誤
っ
た
措
置
に
つ
き
遺
言
執
行
者
が
責
任
を
負
う
べ
き
範
囲
は
、
従
来
の
判
決
で
は
詳
細
に
触
れ
ら
れ
ず
、
学
説
に
お
い
て
も

本
判
決
以
前
に
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
は
見
ら
れ
ず
、
遺
言
執
行
に
お
け
る
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
と
さ
れ
て
い
た）
１１４
（

。︻
９
︼
判
決
の
解
釈
に
よ

れ
ば
、
遺
言
執
行
者
は
、
自
ら
の
裁
量
の
下
で
、
通
常
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
成
果
で
満
足
し
て
は
な
ら
ず
、
よ
り
よ
い
成
果
を
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
遺
産
の
投
資
に
お
い
て
、
遺
言
執
行
者
は
、
相
続
人
の
た
め
に
リ
ス
ク
も
成
果
も
少
な
い
投
資
方

法
を
取
る
べ
き
か
、
よ
り
よ
い
成
果
の
た
め
に
リ
ス
ク
の
大
き
い
投
資
方
法
も
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
不
明
確
で
あ
っ
た
。

　

遺
言
執
行
者
と
同
じ
く
他
人
の
財
産
を
管
理
す
る
者
と
し
て
、
後
見
人
が
挙
げ
ら
れ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
よ
れ
ば
、
後
見
人
は
金
銭
の
運
用
を
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す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
八
〇
六
条
）
が
、
そ
の
運
用
の
方
法
は
安
全
性
の
高
い
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
八

〇
七
条
）。
こ
れ
に
対
し
て
、︻
10
︼
判
決
は
、
遺
言
執
行
者
に
よ
る
遺
産
の
運
用
に
つ
き
、﹁
確
実
な
方
法
﹂
に
縛
ら
れ
ず
、
リ
ス
ク
の
あ

る
投
機
的
な
投
資
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
基
準
を
明
ら
か
に
し
た
。
遺
言
執
行
者
の
権
限
お
よ
び
裁
量
を
よ
り
明
確
に
示
し
た
も
の
と
し
て

意
義
を
有
す
る）
１１５
（

。

　

投
機
的
な
投
資
も
許
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
、︻
10
︼
判
決
は
、遺
言
執
行
者
に
よ
る
投
資
を
制
限
す
る
規
定
が
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
み
ら
れ
な
い
こ
と
、

ま
た
、
遺
言
執
行
者
は
よ
り
よ
い
成
果
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
遺
言
執
行
者
が
﹁
被
相
続
人
の
特
別
な
信
頼
﹂
を
受
け
た
人

物
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
投
資
の
場
面
に
お
い
て
、
遺
言
執
行
者
は
被
相
続
人
の
信
頼
の
下
に
広
い
裁
量
を
有
し
て

お
り
、
経
済
性
の
原
則
に
沿
う
限
り
で
、
投
機
的
な
投
資
も
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
遺
言
執
行
者
は
、
事
務
管
理
者
と
し
て

活
発
に
活
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る）
１１６
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
遺
産
の
管
理
に
お
い
て
、
投
機
的
な
投
資
も
遺
言
執
行
者
の
権
限
の
範
囲
内
と
さ
れ
た
こ
と
で
、
遺
言
執
行
者
が
遺
産
の

管
理
に
お
い
て
担
う
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
︻
10
︼
判
決
の
判
断
は
、
一
般
的
に
学
説
に
お
い
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
位

相
続
財
産
に
つ
き
安
全
で
確
実
な
投
資
を
求
め
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
一
一
九
条
の
規
定）
１１７
（

を
顧
慮
す
る
必
要
は
な
い
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る）
１１８
（

。
相
続

人
の
利
害
に
お
い
て
金
銭
を
投
資
す
る
と
い
う
遺
言
執
行
者
の
職
務
か
ら
す
る
と
、
確
実
性
が
重
視
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

指
摘
で
あ
る
。
ま
た
、
投
機
的
な
投
資
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
遺
言
執
行
者
が
そ
の
よ
う
な
投
資
に
失
敗
し
た
場
合
に
、
遺
産
は
多
大

な
損
害
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
き
な
リ
ス
ク
の
下
で
高
い
価
値
を
得
よ
う
と
す
る
純
粋
な
投
機
的
投
資
に
、
全
て
の
遺

産
ま
た
は
遺
産
の
大
部
分
を
つ
ぎ
込
む
こ
と
は
認
め
る
べ
き
で
な
い
、
と
の
指
摘
が
あ
る）
１１９
（

。
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本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
遺
言
内
容
の
実
現
過
程
に
お
い
て
、
遺
言
執
行

者
の
職
務
権
限
の
限
界
が
問
わ
れ
る
場
面
を
取
り
上
げ
た
。
遺
言
執
行
者
は
、
法
律
に
定
め
ら
れ
た
枠
内
に
お
い
て
、
被
相
続
人
の
意
思
を

実
現
す
る
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
言
執
行
者
は
、
被
相
続
人
の
意
思
や
指
示
に
応
じ
て
執
行
し
、
い
わ
ば
被
相
続
人
の
代
理
人
た
る

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
原
則
は
、
遺
言
執
行
に
お
い
て
は
場
面
を
問
わ
ず
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
遺
言
執
行
者

の
法
的
地
位
は
﹁
私
的
な
職
務
の
担
い
手
﹂
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
純
粋
に
被
相
続
人
の
代
理
人
た
る
地
位
に
は
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で

は
、
相
続
人
の
代
理
人
た
る
地
位
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
各
場
面
で
は
、
そ
の
よ
う
な
遺
言
執
行
者
の
位
置
づ
け
と

職
務
権
限
が
、
よ
り
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
各
場
面
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
位
置
づ
け
や
役
割
を
意
識
し
つ
つ
、
そ
の

職
務
権
限
の
限
界
に
つ
い
て
改
め
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
遺
言
の
解
釈
に
関
す
る
遺
言
執
行
者
の
権
限
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
遺
言
に
つ
い
て
は
被
相
続

人
自
身
が
責
任
を
負
う
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
の
遺
言
の
一
身
専
属
性
を
理
由
と
し
て
、
遺
言
に
つ
い
て
決
定
的
な
解
釈
権

限
は
遺
言
執
行
者
自
身
に
は
な
い
こ
と
が
判
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。
他
方
で
、
被
相
続
人
が
遺
言
執
行
者
に
決
定
的
な
解
釈
権
限
を
付
与

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
は
、
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
遺
言
執
行
者
が
遺
言
か
ら
そ
の
職
務
の
継
続
自
体

に
つ
い
て
の
決
定
的
な
解
釈
権
限
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
被
相
続
人
に
よ
る
解
釈
権
限
の
付
与
を
一
定
の
範
囲
で
封
じ
て
い
る

が
、
そ
の
理
由
は
遺
言
の
一
身
専
属
性
に
よ
る
の
で
は
な
く
、﹁
何
人
も
自
己
の
か
か
わ
る
事
件
に
つ
い
て
裁
判
官
た
り
え
な
い
﹂
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
言
の
一
身
専
属
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
六
五
条
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
終
意
処
分

の
有
効
性
、
出
捐
を
受
け
る
べ
き
者
お
よ
び
出
捐
の
目
的
物
に
つ
い
て
決
定
す
る
権
限
を
遺
言
執
行
者
に
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
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れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
他
の
遺
言
に
お
け
る
事
項
に
つ
い
て
、
決
定
的
な
解
釈
権
限
を
遺
言
執
行
者
に
付
与
で
き
る
か
否
か
は
明
ら
か
で
は

な
い
。
こ
れ
に
い
か
に
解
答
す
る
か
は
、
遺
言
の
一
身
専
属
性
を
ど
こ
ま
で
強
調
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。

　

遺
言
執
行
者
に
は
決
定
的
な
解
釈
権
限
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
遺
言
執
行
者
は
遺
言
を
解
釈
し
た
上
で
執
行
に
当
た
ら
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
こ
の
と
き
は
、
当
然
、
被
相
続
人
の
意
思
に
従
っ
た
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
例
は
、
遺
言
執
行
者
は
被
相
続
人
の
意

思
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
相
当
な
注
意
を
払
っ
て
遺
言
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
反
面
、
遺
言
執
行
者
が
是
認
す
る
こ
と
の
で

き
る
解
釈
に
達
し
て
い
れ
ば
義
務
違
反
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
厳
し
く
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
で
遺
言
執
行
者
に
過
度
の
負
担
を
か
け

る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

　

第
二
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
遺
言
執
行
者
と
相
続
人
と
の
取
決
め
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
遺
言
執
行
者
の
相
続
人
に
対
す
る
独
立

性
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
遺
言
執
行
者
は
そ
の
執
行
に
お
い
て
、
相
続
人
の
意
思
に
縛
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
遺
言
執
行
者
の

権
限
が
制
限
さ
れ
、相
続
人
の
意
思
が
遺
言
執
行
者
を
拘
束
す
る
よ
う
な
取
決
め
や
合
意
を
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、︻
５
︼

判
決
お
よ
び
︻
６
︼
判
決
を
検
討
す
る
と
、
独
立
性
を
脅
か
さ
な
い
範
囲
、
す
な
わ
ち
遺
言
執
行
者
の
執
行
に
必
要
な
権
限
が
制
限
さ
れ
な

い
範
囲
で
は
、
遺
言
執
行
者
と
相
続
人
間
の
取
決
め
や
合
意
も
可
能
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
、
遺
言
執
行
者
は
相
続
人
の
求
め
に
応
じ
て

柔
軟
に
執
行
内
容
を
決
定
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

第
三
に
、
被
相
続
人
の
指
示
で
遺
言
執
行
者
に
よ
る
遺
産
の
処
分
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
遺
言
執
行
者
が
相
続
人
と
協
同
で
遺
産

を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
こ
こ
で
は
、
被
相
続
人
に
よ
る
指
示
も
法
律
上
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
七
条
の
適
用
に
よ
っ
て
結
果
的
に
被
相
続
人
の
意
思
に
沿
わ
な
い
執
行
が
有
効
と
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ

れ
に
加
え
て
、
遺
言
執
行
者
が
相
続
人
と
協
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
相
続
人
の
意
思
に
反
す
る
執
行
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。︻
８
︼
決
定
は
こ
れ
を
﹁
も
っ
ぱ
ら
処
分
に
直
接
に
関
係
す
る
相
続
人
と
遺
言
執
行
者
の
間
の
こ
こ
で
の
合
意
は
、
対
立
す
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る
被
相
続
人
の
指
示
に
優
先
す
る
﹂
と
表
現
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
相
続
人
全
員
の
合
意
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
一
定
の
制
限
が
な
さ
れ
て

い
る
。
原
則
と
し
て
遺
言
執
行
者
は
被
相
続
人
の
意
思
に
拘
束
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
処
分
が
被
相
続
人
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ

て
い
て
も
、
遺
言
執
行
者
は
相
続
人
全
員
の
同
意
が
あ
れ
ば
遺
産
の
処
分
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
、
第
二
の

点
と
同
様
に
、
相
続
人
の
求
め
に
応
じ
て
執
行
内
容
を
変
更
す
る
権
限
が
、
遺
言
執
行
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
四
に
、
遺
産
の
管
理
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
権
限
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
遺
産
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
遺
言
執
行
者
の
義
務
違
反

が
問
わ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
争
い
の
中
で
、
遺
言
執
行
者
の
位
置
づ
け
と
そ
の
権
限
の
範
囲
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

判
例
で
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
遺
言
執
行
者
は
、
相
続
人
ま
た
は
受
遺
者
の
た
め
、
お
よ
び
遺
産
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
よ
う
に

行
動
し
、
よ
り
よ
い
成
果
を
目
指
す
べ
き
管
理
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
遺
言
執
行
者
の
な
す
べ
き
管
理
措
置
は
、
客
観
的
な

見
地
と
経
済
性
の
一
般
的
な
原
則
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
こ
ろ
、
具
体
的
な
措
置
が
実
際
に
必
要
か
否
か
は
、
遺
言
執
行
者
に
判
断
す
る
権
限

が
あ
る
。
ま
た
、
客
観
的
な
見
地
と
経
済
性
の
一
般
的
な
原
則
に
沿
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
遺
言
執
行
者
は
、
遺
産
を
投
資
す
る
こ
と
が
で
き
、

よ
り
多
く
の
利
益
を
得
る
た
め
に
、
リ
ス
ク
の
あ
る
方
法
で
投
資
す
る
こ
と
ま
で
も
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
遺
産
の

管
理
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
権
限
は
、
客
観
的
な
見
地
と
経
済
性
の
一
般
的
な
原
則
に
沿
う
範
囲
内
に
限
ら
れ
る
が
、
お
よ
そ
自
由
に
管

理
内
容
を
決
定
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
を
要
す
る
に
、
遺
言
執
行
者
は
原
則
と
し
て
被
相
続
人
の
意
思
に
従
う
べ
き
で
あ
る
が
、
遺
言
執
行
の
内
容
に
つ
い
て
の
判
断
は
、

お
よ
そ
遺
言
執
行
者
に
委
ね
ら
れ
る
範
囲
が
大
き
く
、
遺
言
執
行
者
の
権
限
や
裁
量
は
、
被
相
続
人
や
相
続
人
と
の
関
係
に
お
い
て
、
高
度

の
注
意
力
や
独
立
性
の
維
持
あ
る
い
は
相
続
人
と
の
合
意
を
条
件
と
し
つ
つ
、
判
例
上
、
広
く
認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
遺
言
執
行
者
の
独
立
性
お
よ
び
強
い
権
限
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
に
は
、
ド
イ
ツ
遺
言
執
行
者
制
度
の
形
成
過
程
に
お
い

て
確
立
さ
れ
た
三
つ
の
特
徴
で
あ
る
①
被
相
続
人
に
よ
る
指
名
、
②
遺
産
に
対
す
る
独
自
の
管
理
権
お
よ
び
処
分
権
、
③
相
続
人
か
ら
独
立



（　
　
　

）

ド
イ
ツ
相
続
法
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
と
そ
の
限
界

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

一
四
七

一
四
七

し
た
地
位
の
理
念
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
相
続
人
か
ら
の
独
立
性
は
、
被
相
続
人
の
意
思
を
相
続
人
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
実
現
し
よ
う

と
す
る
遺
言
執
行
者
制
度
の
本
質
で
あ
り
、
こ
の
本
質
の
維
持
の
た
め
に
も
、
独
自
の
強
い
権
限
を
も
っ
て
執
行
に
あ
た
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
の
反
面
、
判
例
に
お
い
て
は
遺
言
執
行
者
に
高
度
の
注
意
力
を
も
っ
て
執
行
に
あ
た
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
遺
言

執
行
者
の
適
切
な
執
行
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
被
相
続
人
が
自
ら
遺
言
執
行
者
を
指
名
す
る
と
い
う
点
で
は
、
被
相
続
人
は
そ
の
死
後
に

お
い
て
も
自
ら
の
財
産
の
処
理
を
自
ら
の
望
む
形
で
行
う
た
め
に
、
信
頼
の
お
け
る
人
物
を
終
意
処
分
に
よ
っ
て
指
名
す
る
の
で
あ
り
、
被

相
続
人
の
信
頼
を
受
け
た
遺
言
執
行
者
に
は
、
被
相
続
人
の
意
思
に
沿
っ
て
適
切
に
執
行
を
行
う
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
遺

言
執
行
者
は
広
い
権
限
と
裁
量
を
付
与
さ
れ
、
原
則
と
し
て
他
の
関
係
人
の
介
入
を
受
け
ず
、
独
立
し
た
地
位
の
下
に
執
行
を
行
う
こ
と
が

許
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
相
続
人
か
ら
遺
言
執
行
者
に
向
け
ら
れ
た
特
別
な
信
頼
も
、
遺
言
執
行
者
の
権
限
の
根

底
に
あ
る
と
い
え
よ
う）
１２０
（

。

　

し
か
し
、
遺
言
執
行
者
に
幅
広
い
職
務
と
権
限
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
問
題
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
言
執
行
者
に

対
す
る
適
切
な
執
行
へ
の
期
待
は
、
必
ず
し
も
実
現
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
遺
言
執
行
者
が
被
相
続
人
の
信
頼
に
反
す
る
行
動
を
取
る
危

険
も
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
適
切
な
執
行
を
ど
の
よ
う
に
担
保
す
る
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
遺
言
執
行
者
を
ど
の
よ
う
に
適
切
な
執
行
へ

と
導
く
か
が
問
題
と
な
る
。

　

こ
の
遺
言
執
行
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
問
題
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
遺
言
執
行
者
制
度
の
大
き
な
課
題
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ

れ
る）
１２１
（

。
義
務
違
反
の
際
に
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
、
解
任
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
事
後

的
な
処
理
で
あ
り
、
遺
言
執
行
者
を
間
接
的
潜
在
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
争
い
や
問
題
が
生
じ
る
前
に
、

い
か
に
遺
言
執
行
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
適
切
な
執
行
を
担
保
す
る
か
と
い
う
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
例
え
ば
数
人
の
遺
言

執
行
者
を
指
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
適
切
な
遺
言
執
行
を
実
現
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る）
１２２
（

。
し
か
し
、
遺
言
執
行
者
の
包
括
的
な
権
限
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に
対
応
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
現
段
階
で
は
十
分
で
は
な
い
と
し
て
、
法
改
正
の
必
要
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る）
１２３
（

。

　

こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、
遺
言
執
行
者
を
相
続
人
の
代
理
人
と
位
置
づ
け
る
日
本
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
す
ま
す

遺
言
が
活
用
さ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
遺
言
執
行
者
の
職
務
執
行
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
法
の
今
後
の
動
向
に

は
、
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
）　

わ
が
国
の
相
続
法
制
に
お
い
て
は
、
正
確
な
遺
言
件
数
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
司
法
統
計
﹁
二 

家
事
審
判
・
調
停
事
件
の
事
件
別
新
受
件
数　

全
家
庭
裁
判

所
﹂（
平
成
二
五
年
度
）http://w

w
w

.courts.go.jp/app/files/toukei/231/007231.pdf

（
最
終
ア
ク
セ
ス
：
平
成
二
七
年
一
月
二
一
日
）
に
よ
れ
ば
、
遺
言
に
関
係
す
る

事
件
（
遺
言
の
確
認
、
遺
言
書
の
検
認
な
ど
）
の
新
受
件
数
は
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
、
遺
言
書
の
検
認
は
、
昭
和
六
〇
年
の
三
三
〇
一
件
か
ら
平
成

二
五
年
の
一
万
六
七
〇
八
件
へ
と
約
五
倍
に
な
っ
て
い
る
。

（
2
）　

平
成
二
五
年
度
の
司
法
統
計
・
前
掲
注
（
1
）
に
よ
れ
ば
、
遺
言
執
行
者
に
関
係
す
る
事
件
（
遺
言
執
行
者
の
選
任
、
遺
言
執
行
者
に
対
す
る
報
酬
の
付
与
、
遺
言
執
行
者

の
解
任
お
よ
び
辞
任
な
ど
）
の
新
受
件
数
も
、
未
だ
件
数
自
体
は
わ
ず
か
で
あ
る
も
の
の
、
増
加
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
遺
言
執
行
者
の
選
任
は
、
昭
和
六
〇
年
の
八
八
七
件

か
ら
平
成
二
五
年
の
二
五
〇
九
件
へ
と
約
三
倍
に
な
っ
て
い
る
。

（
3
）　

松
尾
知
子
﹁
遺
言
執
行
者
に
よ
る
遺
言
執
行
﹂
久
貴
忠
彦
編
﹃
遺
言
と
遺
留
分 

第
一
巻 

遺
言
［
第
二
版
］﹄（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
三
九
七
頁
。

（
4
）　

学
説
で
は
、
民
法
一
〇
一
五
条
に
従
っ
て
相
続
人
の
代
理
人
で
あ
る
と
す
る
説
（
相
続
人
代
理
人
説
、
我
妻
榮
＝
唄
孝
一
編
﹃
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
Ⅷ 

相
続
法
﹄（
日
本

評
論
社
、
一
九
六
六
年
）
二
九
九
頁
、
柳
勝
司
﹁
遺
言
執
行
者
の
法
的
性
質
﹂
名
城
法
学
五
九
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
七
九
頁
）
の
ほ
か
に
も
、
遺
言
者
の
代
理
人
で
あ
る

と
す
る
説
（
遺
言
者
代
理
人
説
、
近
藤
英
吉
﹃
相
続
法
の
研
究
﹄（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
二
年
）
一
八
〇
頁
）、
遺
産
の
代
理
人
で
あ
る
と
す
る
説
（
遺
産
代
理
人
説
、
兼
子

一
﹃
民
事
訴
訟
法
体
系
﹄（
酒
井
書
店
、
一
九
六
六
年
）
一
二
七
頁
）、
代
理
に
よ
る
構
成
で
は
な
く
固
有
の
職
務
を
負
っ
て
い
る
と
す
る
説
（
職
務
説
ま
た
は
任
務
説
、
高
梨

公
之
﹁
遺
言
執
行
者
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
六
号
（
一
九
九
一
年
）
三
二
頁
）
な
ど
の
見
解
が
あ
る
。
他
方
で
、
遺
言
執
行
者
は
法
の
規
定
に
従
っ
て
遺
言
執
行
の
た
め
に
必
要

な
一
定
の
権
限
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
行
為
は
法
の
規
定
に
従
っ
て
一
定
の
効
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
か
ら
、
遺
言
執
行
者
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
議
論
に
は
実
益
が
な
い
と

す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
禄
弥
﹃
相
続
法
講
義
［
改
訂
版
］﹄（
創
文
社
、
一
九
九
六
年
）
一
五
〇
頁
）。

（
5
）　

柚
木
馨
﹃
判
例
相
続
法
論
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
五
三
年
）
三
六
一
頁
は
、
大
審
院
明
治
三
六
年
二
月
二
五
日
判
決
・
民
録
九
輯
一
九
〇
頁
を
根
拠
と
し
て
、
民
法
一
〇
一
五

条
は
﹁
便
宜
上
の
擬
制
以
外
に
実
質
的
な
根
拠
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
﹂
と
い
う
。
戦
後
、
最
高
裁
昭
和
三
一
年
九
月
一
八
日
判
決
・
民
集
一
〇
巻
九
号
一
一
六
〇
頁
は
、
遺
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言
執
行
者
が
あ
る
場
合
、
民
法
一
〇
一
二
条
お
よ
び
一
〇
一
三
条
に
よ
り
、﹁
遺
言
執
行
者
は
そ
の
資
格
に
お
い
て
自
己
の
名
を
以
て
他
人
の
た
め
訴
訟
の
当
事
者
と
な
り
う

る
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
し
て
、
遺
言
執
行
者
に
よ
る
訴
訟
担
当
を
法
定
訴
訟
担
当
と
捉
え
て
い
る
。
こ
の
判
決
か
ら
も
、
最
高
裁
は
職
務
説
に
立
つ
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

（
6
）　

竹
下
史
郎
﹃
遺
言
執
行
者
の
研
究
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
二
六
八
頁
。

（
7
）　

大
審
院
大
正
六
年
七
月
五
日
判
決
・
民
録
二
三
輯
一
二
七
六
頁
。

（
8
）　

我
妻
＝
唄
・
前
掲
注
（
4
）
二
九
四
頁
、
中
川
善
之
助
＝
加
藤
永
一
編
﹃
新
版 

注
釈
民
法
（
28
）　

相
続
（
3
）［
補
訂
版
］﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）︹
泉
久
雄
︺
二
九

一
頁
。

（
9
）　

特
に
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
相
続
分
の
指
定
（
民
法
九
〇
二
条
）、
遺
産
分
割
方
法
の
指
定
（
民
法
九
〇
八
条
）、
相
続
さ
せ
る
旨
の
遺
言
、
包
括
遺
贈
（
民
法

九
六
四
条
）、
遺
産
分
割
の
禁
止
（
民
法
九
〇
八
条
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。

（
10
）　

伊
藤
昌
司
﹃
相
続
法
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）
一
五
四
頁
。

（
11
）　

原
田
慶
吉
﹃
日
本
民
法
典
の
史
的
素
描
﹄（
創
文
社
、
一
九
五
四
年
）
二
九
九－

三
一
三
頁
。

（
12
）　K

n
u

t W
ern

er L
a

n
ge, E

rbrecht, 2011, R
dnr.2; M

ünchener/ W
a

lter Z
im

m
erm

a
n

n
, E

rbrecht, 5.A
ufl, 2010, vor §

2197, R
dnr.1.

（
13
）　L

a
n

ge, a.a.O
.

（F
n.12

）, R
dnr.3-8.

（
14
）　M

ünchener/ Z
im

m
erm

a
n

n
, a.a.O

.

（F
n.12

）, vor §
2197, R

dnr.2.

（
15
）　

原
田
・
前
掲
注
（
11
）
三
〇
三
頁
。

（
16
）　

原
田
・
前
掲
注
（
11
）
二
九
五－

二
九
六
頁
、Staudinger/ W

olfga
n

g R
eim

a
n

n
, E

rbrecht, 15. A
ufl, 2012, vor §

2197, R
dnr.2.

（
17
）　

小
山
昇
﹁
遺
言
執
行
者
の
地
位
﹂
中
川
善
之
助
先
生
追
悼
現
代
家
族
法
大
系
編
集
委
員
会
編
﹃
現
代
家
族
法
大
系
５
（
相
続
２
）
遺
産
分
割
・
遺
言
等
﹄（
有
斐
閣
、
一
九

七
九
年
）
三
二
一
頁
、
原
田
・
前
掲
注
（
11
）
二
九
六
頁
。

（
18
）　

T
h

eod
or K

ip
p

/H
elm

u
t C

oin
g, E

rbrecht, 1990, §
66Ⅰ

.

（
19
）　K

ip
p

/C
oin

g, a.a.O
. （F

n.18

）, §
66Ⅰ

, R
ein

h
a

rd
 K

a
p

p
, D

ie rechtliche Stellung des Testam
entsvollstreckers zum

 E
rben, B

B
 1981 S.113.

（
20
）　K

ip
p

/C
oin

g, a.a.O
. （F

n.18

）, §
66Ⅰ

.

（
21
）　

例
え
ばB

a
rtolu

s

は
、
遺
言
執
行
者
は
無
償
譲
渡
の
権
利
を
有
さ
な
い
と
い
う
原
則
を
発
展
さ
せ
た
（K

ip
p

/C
oin

g, a.a.O
.

（F
n.18

）, §
66Ⅰ

）。

（
22
）　K

ip
p

/C
oin

g, a.a.O
. （F

n.18

）, §
66Ⅰ

.
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同
志
社
法
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六
七
巻
一
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一
五
〇

ド
イ
ツ
相
続
法
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
と
そ
の
限
界

一
五
〇

（
23
）　Staudinger/ R

eim
a

n
n

, a.a.O
. （F

n.16

）, vor §
2197, R

dnr.2.
（
24
）　M

otive zu dem
 E

ntw
urf eines B

ürgerlichen G
esetzbuches für das D

eutsche R
eich, B

d.Ⅴ
 E

rbrecht, S.236.
（
25
）　Staudinger/ R

eim
a

n
n

, a.a.O
. （F

n.16

）, vor §
2197, R

dnr.2; K
ip

p
/C

oin
g, a.a.O

. （F
n.18

）, §
66Ⅰ

.

（
26
）　

こ
の
点
は
、
小
山
・
前
掲
注
（
17
）
三
二
三－

三
二
四
頁
に
詳
し
い
。

（
27
）　

小
山
・
前
掲
注
（
17
）
二
三
五
頁
。

（
28
）　

原
田
・
前
掲
注
（
11
）
三
〇
六
頁
。

（
29
）　D

ieter L
eip

old
, E

rbrech
t, 19.A

u
fl, 2012, R

d
n

r.799; M
ü

n
ch

en
er/ Z

im
m

erm
a

n
n

, a.a.O
.  

（F
n

.12

）, vor §
2197, R

d
n

r.5; L
a

n
ge, a.a.O

. 

（F
n

.12

）, 

R
dnr.40; B

G
H

Z
 25, 275.

（
30
）　

そ
の
他
、
第
一
草
案
の
よ
う
に
相
続
人
の
代
理
人
で
あ
る
と
す
る
説
、
遺
産
の
代
理
人
で
あ
る
と
す
る
説
、
信
託
に
お
け
る
受
託
者
と
し
て
捉
え
る
説
な
ど
、
様
々
な
見
解

が
主
張
さ
れ
て
き
た
（K

ip
p

/C
oin

g, a.a.O
. （F

n.18

）, §
66Ⅲ

）。

（
31
）　L

a
n

ge, a.a.O
. （F

n.12

）, R
dnr.40.

（
32
）　K

ip
p

/C
oin

g, a.a.O
. （F

n.18

）, §
66Ⅲ

.

（
33
）　H

a
n

s B
rox

/W
olf-D

ietrich
 W

a
lker, E

rbrecht, 25.A
ufl, 2012, R

dnr.393; M
ünchener/ Z

im
m

erm
a

n
n

, a.a.O
. （F

n.12

）, vor §
2197, R

dnr.5.

（
34
）　

な
お
、
相
続
契
約
に
お
い
て
は
、
相
手
方
の
承
諾
を
得
ず
に
一
方
的
に
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
35
）　

遺
言
執
行
者
は
官
庁
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
の
で
は
な
く
被
相
続
人
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
（
第
二
章
第
二
節
参
照
）。

（
36
）　M

ünchener/ Z
im

m
erm

a
n

n
, a.a.O

. （F
n.12

）, vor §
2197, R

dnr.4.

（
37
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ 

二
二
〇
三
条
に
お
け
る
﹁
終
意
処
分
﹂
は
、﹁
死
因
処
分
（V

erfügung von Todes w
egen

）﹂
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（Staudinger/ R

eim
a

n
n

, 

a.a.O
. （F

n.16

）, §
2203, R

dnr.3

）。
死
因
処
分
と
は
、
被
相
続
人
が
死
後
の
処
理
に
つ
い
て
決
定
す
る
法
律
行
為
の
こ
と
で
あ
り
、
承
諾
を
必
要
と
せ
ず
一
方
的
に
指
示
す

る
こ
と
の
で
き
る
終
意
処
分
（
遺
言
）
と
、
契
約
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
相
続
契
約
（E

rbvertrag

）
に
分
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
遺
言
執
行
者
は
、
終
意
処
分
（
遺
言
）

の
内
容
だ
け
で
な
く
、
相
続
契
約
の
内
容
も
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
38
）　

負
担
と
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
四
〇
条
お
よ
び
二
一
九
二
条
以
下
に
規
定
さ
れ
る
制
度
で
あ
り
、
相
続
人
ま
た
は
受
遺
者
に
作
為
ま
た
は
不
作
為
義
務
を
課
す
こ
と
を
内
容
と
す

る
終
意
処
分
で
あ
る
。
負
担
と
さ
れ
る
行
為
が
財
産
的
価
値
を
有
す
る
必
要
は
な
く
、例
え
ば
、墓
の
手
入
れ
や
ペ
ッ
ト
の
世
話
を
負
担
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
太

田
武
男
＝
佐
藤
義
彦
編
﹃
注
釈
ド
イ
ツ
相
続
法
﹄（
三
省
堂
、
一
九
八
九
年
）︹
久
保
宏
之
︺
一
〇
八
頁
）。
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ド
イ
ツ
相
続
法
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け
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遺
言
執
行
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

一
五
一

一
五
一

（
39
）　

遺
言
執
行
者
は
、
遺
産
分
割
に
つ
い
て
規
定
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
四
二
条
か
ら
二
〇
五
七
条
ａ
に
従
っ
て
遺
産
分
割
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
〇
四

条
一
項
）、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
四
八
条
一
文
は
、
被
相
続
人
は
終
意
処
分
に
よ
っ
て
分
割
の
た
め
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
相
続
人
の
指
示

あ
る
い
は
推
定
さ
れ
る
考
え
に
沿
っ
て
遺
産
分
割
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
（Staudinger/ R

eim
a

n
n

, a.a.O
.

（F
n.16

）, §
2204, R

dnr.1; 

M
ünchener/ Z

im
m

erm
a

n
n

, a.a.O
.

（F
n.12

）, §
2204, R

dnr.1

）。

（
40
）　L

a
n

ge, a.a.O
.

（F
n.12

）, R
dnr.130.

（
41
）　L

a
n

ge, a.a.O
.

（F
n.12

）, R
dnr.130. 

た
だ
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
二
一
九
条
に
よ
る
損
害
賠
償
の
可
能
性
は
残
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
可
能
性
を
事
前
に
回
避
す
る
た
め
に
も
、
す

く
な
く
と
も
被
相
続
人
の
意
思
に
合
致
し
、
正
当
な
根
拠
が
あ
る
場
合
に
は
、
遺
言
執
行
者
は
、
全
て
の
相
続
人
が
同
意
し
た
遺
産
分
割
に
つ
い
て
の
意
向
を
顧
慮
す
べ
き
で

あ
る
、
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
る
（M

ünchener/ Z
im

m
erm

a
n

n
, a.a.O

. （F
n.12

）, §
2204, R

dnr.19

）。

（
42
）　B

rox
/W

a
lker, a.a.O

.

（F
n.33

）, R
dnr.397.

（
43
）　L

a
n

ge, a.a.O
. （F

n.12

）, R
dnr.20.

（
44
）　

転
遺
贈
と
は
、
被
相
続
人
か
ら
遺
贈
を
受
け
た
受
遺
者
が
さ
ら
に
別
の
者
に
遺
贈
を
行
う
義
務
を
負
う
こ
と
を
指
す
。
例
え
ば
、
被
相
続
人
Ａ
が
、
受
遺
者
Ｂ
に
対
し
、
Ｂ

か
ら
Ｃ
に
金
銭
を
遺
贈
す
る
旨
の
義
務
を
課
し
た
上
で
、
Ｂ
に
不
動
産
の
遺
贈
を
行
う
場
合
で
あ
る
。

（
45
）　M

ünchener/ D
ieter L

eip
old

, E
rbrecht, 6.A

ufl, 2013, §
1937, R

dnr.10; 

太
田
＝
佐
藤
編
・
前
掲
注
（
38
）︹
赤
松
美
登
里
︺
一
〇
一
頁
。

（
46
）　B

rox
/W

a
lker, a.a.O

.  （F
n.33

）, R
dnr.394.

（
47
）　W

olfga
n

g R
eim

a
n

n
, F

estschrift für G
ünther K

üchenhoff, 1972, S.342.

（
48
）　Stau

d
in

g
e

r/ R
eim

a
n

n
, a.a.O

. 

（F
n

.16

）, vo
r §
2197

, R
d

n
r.5

; M
an

fre
d

 B
e

n
g

e
l/W

o
lfg

an
g

 R
e

im
an

n
/ M

a
n

fred
 B

en
g

el, H
an

d
b

u
ch

 d
e

r 

Testam
entsvollstreckung, 4. A

ufl, 2010, 1.K
apitel, R

dnr.2.

（
49
）　Staudinger/ R
eim

a
n

n
, a.a.O

.

（F
n.16

）, vor §
2197, R

dnr.4.

（
50
）　R

eim
a

n
n

, a.a.O
. 

（F
n.47

）, S.341ff. 

た
だ
し
、
葬
儀
の
実
行
は
、
相
続
人
の
葬
儀
費
用
負
担
に
つ
い
て
定
め
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
九
六
八
条
を
根
拠
と
し
て
、
遺
言
執
行
者
の

職
務
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（Staudinger/ R

eim
a

n
n

, a.a.O
. （F

n.16

）, vor §
2197, R

dnr.5

）。

（
51
）　Staudinger/ R

eim
a

n
n

, a.a.O
. （F

n.16

）, §
2203, R

dnr.10.

（
52
）　

太
田
＝
佐
藤
編
・
前
掲
注
（
38
）︹
床
谷
文
雄
︺
九
頁
。

（
53
）　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
本
来
遺
言
執
行
者
の
職
務
で
は
な
い
事
項
に
つ
い
て
も
、
負
担
の
制
度
を
通
し
て
、
遺
言
執
行
者
に
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
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一
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二

す
な
わ
ち
、
負
担
と
し
て
、
相
続
人
に
葬
式
の
方
法
な
ど
を
指
示
し
た
り
、
相
続
人
に
遺
言
執
行
者
に
よ
る
財
産
の
管
理
を
許
容
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遺

言
執
行
者
が
終
意
処
分
と
し
て
の
負
担
を
実
行
す
る
と
い
う
形
で
、
本
来
遺
言
執
行
者
の
職
務
で
は
な
い
事
項
に
つ
い
て
も
、
職
務
に
組
み
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
る

（Staudinger/ R
eim

a
n

n
, a.a.O

. （F
n.16

）, §
2203, R

dnr.10

）。

（
54
）　

遺
産
が
債
務
超
過
ま
た
は
支
払
不
能
の
状
態
で
あ
る
場
合
に
、
遺
言
執
行
者
に
破
産
申
立
義
務
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。

（
55
）　M

ünchener/ Z
im

m
erm

a
n

n
, a.a.O

. （F
n.12

）, §
2203, R

dnr.9-10.

（
56
）　L

a
n

ge, a.a.O
. （F

n.12

）, R
dnr.86.

（
57
）　L

udw
ig K

roiß
/C

hristoph A
nn/Jörg M

ayer/ D
ietm

er W
eid

lich
, E

rbrecht, 3. A
ufl, 2010, §

2219, R
dnr.1. 

な
お
、
相
続
人
は
、
被
相
続
人
の
指
示
に
従
っ
て

そ
の
職
務
を
行
う
よ
う
、
遺
言
執
行
者
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（L

a
n

ge, a.a.O
. 

（F
n.12

）, R
dnr.85,109; M

ünchener/ Z
im

m
erm

a
n

n
, 

a.a.O
. （F

n.12

）, §
2205, R

dnr.1
）。

（
58
）　K

a
rlh

ein
z M

u
sch

eler, D
ie H

aftungsordnung der Testam
entsvollstreckung, 1994 S.78-79. 

同
様
の
制
度
は
、
オ
ラ
ン
ダ
や
ス
イ
ス
に
存
在
す
る
が
、
こ
れ

ら
の
国
で
は
、執
行
に
つ
き
、遺
言
執
行
者
が
裁
判
所
や
官
庁
な
ど
の
公
的
な
監
督
下
に
お
か
れ
る
点
で
、ド
イ
ツ
の
継
続
的
な
執
行
の
制
度
と
は
異
な
っ
て
い
る
（W

olfga
n

g 

R
eim

a
n

n
, D

ie K
ontrolle des Testam

entsvollstreckers, F
am

R
Z

 1995 S.589

）。

（
59
）　Staudinger/ R

eim
a

n
n

, a.a.O
. （F

n.16

）, vor §
2197, R

dnr.2b.

（
60
）　Staudinger/ R

eim
a

n
n

, a.a.O
. （F

n.16

）, vor §
2197, R

dnr.6; B
G

H
 N

JW
 2011, 1736.

（
61
）　

こ
の
こ
と
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
が
、
終
意
処
分
の
内
容
が
多
様
に
解
釈
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
補
充
的
に
規
定
し
て
い
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
〇
八
四
条
）
こ

と
か
ら
も
首
肯
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
62
）　R

G
Z

 66,103.

（
63
）　R

G
Z

 100,76.

（
64
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ 

二
〇
六
四
条
﹁
遺
言
は
、
被
相
続
人
自
身
に
限
り
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂

（
65
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ 

二
〇
六
五
条
一
項
﹁
被
相
続
人
は
、
終
意
処
分
が
効
力
を
有
す
る
か
否
か
を
他
人
が
決
定
す
る
必
要
の
あ
る
方
法
で
、
終
意
処
分
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。﹂

　
　
　

同
条
二
項
﹁
被
相
続
人
は
、
出
捐
を
受
け
る
べ
き
者
の
決
定
及
び
出
捐
の
目
的
と
な
る
も
の
の
決
定
を
他
人
に
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。﹂

（
66
）　B

G
H

Z
 41, 23.

（
67
）　

本
判
決
後
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
と
し
て
、
一
九
六
五
年
七
月
一
日
判
決
（
公
刊
物
未
掲
載
）
も
、︻
１
︼
判
決
の
判
断
を
肯
定
す
る
判
断
を
下
し
て
い
る
。
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イ
ツ
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遺
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執
行
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務
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同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

一
五
三

一
五
三

（
68
）　M

ünchener/ Z
im

m
erm

a
n

n
, a.a.O

.

（F
n.12

）, §
2203, R

dnr.18; K
a

rl W
in

kler, D
er Testam

entsvollstrecker, 20.A
ufl, 2010, R

dnr.126.
（
69
）　

T
h

om
a

s S
torz, B

efugnis des Testam
entsvollstreckers zur authentischen L

nterpretation unklar erbrechtlicher V
erfügungen, Z

E
V

 2009 S.267-

268,270.

（
70
）　Ja

cob B
oeh

m
, D

as E
rbrecht des B

ürgerlichen G
esetzbuchs, 2.A

ufl, 1900, §
61Ⅱ

.

（
71
）　P

lanck/ F
ried

rich
 F

la
d

, E
rbrecht, 4 und 5.A

ufl, 2000, §
2203, S.635.

（
72
）　B

ayO
bL

G
 N

JW
 1976,1692; O

L
G

 K
oblenz F

am
R

Z
 2014,1665.

（
73
）　L

a
n

ge, a.a.O
. （F

n.12

）, R
dnr.87.

（
74
）　K

roiß
/A

nn/M
ayer/ W

eid
lich

, a.a.O
.

（F
n.57

）, §
2216, R

dnr.5.

（
75
）　H

ein
rich

 L
a

n
ge/K

u
rt K

u
ch

in
ke, E

rbrecht, 5.A
ufl, 2001, §

31Ⅴ
1; M

ünchener/ Z
im

m
erm

a
n

n
, a.a.O

. （F
n.12

）, §
2203, R

dnr.4; K
roiß

/A
nn/M

ayer/

W
eid

lich
, a.a.O

. （F
n.57

）, §
2219, R

dnr.2.

（
76
）　S

torz, a.a.O
. （F

n.69

）, S.266.

（
77
）　B

G
H

 N
JW

-R
R

 1992, 775.

（
78
）　B

G
H

 F
am

R
Z

 2003, 92. 

な
お
、
公
刊
物
未
掲
載
で
あ
る
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
一
年
五
月
二
三
日
判
決
も
同
旨
で
あ
る
。

（
79
）　M

ünchener/ Z
im

m
erm

a
n

n
, a.a.O

.

（F
n.12

）, §
2203, R

dnr.14, §
2204, R

dnr.2; Staudinger/ R
eim

a
n

n
, a.a.O

. （F
n.16

）, §
2203, R

dnr.8.

（
80
）　R

G
Z

 156,70.

（
81
）　B

G
H

Z
 25,275.

（
82
）　

遺
言
執
行
者
の
独
立
性
は
、
歴
史
上
も
古
く
か
ら
意
識
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
（
第
二
章
参
照
）。

（
83
）　

本
判
決
以
前
の
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
五
四
年
四
月
二
九
日
判
決
に
お
い
て
も
、
遺
言
執
行
者
は
、
相
続
人
の
代
理
人
で
は
な
く
、
被
相
続
人
の
終
意
処
分
に
応
じ
て
職
務

を
執
行
す
る
者
で
あ
り
、
相
続
人
の
意
思
に
左
右
さ
れ
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
（B

G
H

Z
 13, 203

）。
本
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
遺
言
執
行
者
の
地
位
を
さ
ら
に
﹁
本
質

的
な
特
徴
の
一
つ
﹂
と
述
べ
、
独
立
性
を
強
調
し
た
。
本
判
決
の
示
し
た
遺
言
執
行
者
の
強
固
な
独
立
性
の
判
断
は
、
現
在
で
も
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
例
え
ば
近
年
で
は
、

連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
四
年
五
月
一
三
日
判
決
が
本
判
決
を
引
用
し
、
遺
言
執
行
者
は
相
続
人
の
利
益
を
顧
慮
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（B

G
H

Z
 201, 

216

）。

（
84
）　K

a
p

p
, a.a.O

. （F
n.19

）, S.114.



（　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
七
巻
一
号�

一
五
四

ド
イ
ツ
相
続
法
に
お
け
る
遺
言
執
行
者
の
職
務
権
限
と
そ
の
限
界

一
五
四

（
85
）　H

elm
u

t C
oin

g, A
nm

erkung zum
 U

rteil des B
G

H
 vom

 2.10.1957, JZ
 1958 S.169.

（
86
）　C

oin
g, a.a.O

. （F
n.85

）, S.169-170.
（
87
）　C

oin
g, a.a.O

. （F
n.85

）, S.170.

（
88
）　B

G
H

Z
 40, 115.

（
89
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
七
条
﹁
譲
渡
さ
れ
る
権
利
に
関
す
る
処
分
権
限
は
、
法
律
行
為
に
よ
っ
て
は
排
除
ま
た
は
制
限
さ
れ
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
権
利
を
処
分
し
な
い
と
の
債
務
の

有
効
性
は
、
本
規
定
に
よ
っ
て
は
影
響
を
受
け
な
い
。﹂
な
お
、
右
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ラ
イ
ポ
ル
ト
（
円
谷
峻
訳
）﹃
ド
イ
ツ
民
法
総
論
︱
設
例
・
設
問
を
通

じ
て
学
ぶ
︱
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
四
五
五
頁
よ
り
引
用
し
た
。

（
90
）　

ラ
イ
ポ
ル
ト
・
前
掲
注
（
89
）
二
六
三－

二
六
四
頁
。

（
91
）　

太
田
＝
佐
藤
編
・
前
掲
注
（
38
）︹
増
田
則
子
︺
三
八
四－

三
八
七
頁
。

（
92
）　M

ünchener/ Z
im

m
erm

a
n

n
, a.a.O

 （F
n.12

）, §
2219, R

dnr. 3.

（
93
）　B

G
H

 W
M

 1971, 1126.

（
94
）　K

G
 H

R
R

 1933, N
r.19.

（
95
）　A

G
 Starnberg R

pfleger 1985, 57; B
G

H
 F

am
R

Z
 1984, 780; B

ayO
bL

G
 F

am
R

Z
 1992, 604; O

L
G

 Z
w

eibrücken D
N

otZ
 2001, 399; B

F
H

 F
am

R
Z

 2008, 

1848.

（
96
）　K

a
p

p
, a.a.O

. （F
n.19

）, S.114; K
a

rl W
in

kler, A
nm

erkung zum
 U

rteil des O
L

G
 Z

w
eibrücken vom

 15.11.2000, D
N

otZ
 2001 S.404f.

　
　
　

W
in

kler

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
、
遺
言
執
行
者
と
相
続
人
と
の
共
同
の
処
分
権
は
法
が
想
定
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
の
批
判
が
考
え
ら
れ
る
が
、

遺
言
執
行
者
に
も
相
続
人
に
も
完
全
な
処
分
権
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
た
め
、
共
同
の
処
分
権
を
許
容
す
べ
き
と
さ
れ
る
。

（
97
）　Staudinger/ R

eim
a

n
n

, a.a.O
. （F

n.16

）, §
2204, R

dnr.6. 

な
お
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
取
決
め
を
な
す
こ
と
自
体
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
効
果
は
遺
言
執
行
者

に
及
ば
な
い
と
す
る
反
対
意
見
が
あ
る
（M

ünchener/ D
ieter L

eip
old

, E
rbrecht, 6.A

ufl, 2013, §
2042, R

dnr.10

）。

（
98
）　M

ünchener/ Z
im

m
erm

a
n

n
, a.a.O

. （F
n.12

）, §
2216, R

dnr.2; K
roiß

/A
nn/M

ayer/ W
eid

lich
, a.a.O

. （F
n.57

）, §
2216, R

dnr.2.

（
99
）　Staudinger/ R

eim
a

n
n

, a.a.O
. （F

n.16

）, §
2203, R

dnr.1; B
engel/R

eim
ann/ W

olfga
n

g R
eim

a
n

n
, a.a.O

. （F
n.48

）, 7.K
apitel, R

dnr.5.

（
１００
）　B

G
H

 W
M

 1967, 25.

（
１０１
）　R

G
Z

 130, 131.
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六
七
巻
一
号�

一
五
五

一
五
五

（
１０２
）　B

G
H

 N
JW

 1959, 1820.
（
１０３
）　B

ayO
bL

G
Z

 1972, 379; B
G

H
 Z

E
V

 1996, 35; K
G

 B
erlin Z

E
V

 2008, 528; O
L

G
 H

am
m

 Z
E

V
 2013, 140.

（
１０４
）　

第
三
章
第
二
節
参
照
。

（
１０５
）　O

G
H

Z
 3, 242.

（
１０６
）　M

ünchener/ Z
im

m
erm

a
n

n
, a.a.O

. （F
n.12

）, §
2216, R

dnr.2; K
roiß

/A
nn/M

ayer/ W
eid

lich
, a.a.O

.

（F
n.57

）, §
2216, R

dnr.2-4.

（
１０７
）　L

G
 B

rem
en R

pfleger 1993, 338.

（
１０８
）　O

L
G

 Saarbrücken JZ
 1953, 509.

（
１０９
）　B

G
H

 N
JW

-R
R

 1999, 574.

（
１１０
）　B

G
H

 D
N

otZ
 1980,164.

（
１１１
）　B

G
H

 N
JW

 2005, 969.

（
１１２
）　B

G
H

 N
JW

-R
R

 1995, 577.

（
１１３
）　B

G
H

 N
JW

 1987, 1070.

（
１１４
）　M

ich
a

el P
ickel, A

nm
erkung zum

 U
rteil des B

G
H

 vom
 3.12.1986, V

ersR
 1987 S.1013.

（
１１５
）　P

ickel, a.a.O
. （F

n.114

）, S.1013.

（
１１６
）　
︻
10
︼
判
決
の
判
断
は
、
そ
の
後
の
判
例
・
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
（B

ayO
bL

G
 F

am
R

Z
 1990, 1279; B

G
H

 Z
E

V
 1995, 110; B

ayO
bL

G
 

F
am

R
Z

 1998, 987; L
G

 M
ünchen W

M
 2006, 1073

）。

（
１１７
）　

Ｂ
Ｇ
Ｂ 

二
一
一
九
条
は
﹁
通
常
の
経
済
の
原
則
に
従
い
、
継
続
し
て
投
資
す
べ
き
金
銭
に
つ
い
て
は
、
先
位
相
続
人
は
、
被
後
見
人
の
金
銭
の
投
資
に
適
用
さ
れ
る
規
定
に

従
っ
て
の
み
、
投
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
先
位
相
続
人
が
遺
産
の
投
資
を
行
う
場
合
、
後
見
人
と
同
様
に
、
投
資
の
﹁
確
実
性
﹂
が
求
め

ら
れ
る
。

（
１１８
）　P

ickel, a.a.O
. （F

n.114

）, S.1013.

（
１１９
）　W

olfga
n

g R
eim

a
n

n
, K

u
rzkom

m
en

tar zu
m

 U
rteil d

es B
G

H
 vom

 3.12.1986, E
W

iR
 1987 S

.596; B
en

gel/R
eim

an
n

/ J.M
ü

ller, a.a.O
. 

（F
n

.48

）, 12.

K
apitel, R

dnr.112.

（
１２０
）　K

a
p

p
, a.a.O

. （F
n.19

）, S.113.
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一
五
六

（
１２１
）　R

eim
a

n
n

, a.a.O
. （F

n.58

）, S.589-593; Staudinger/ R
eim

a
n

n
, a.a.O

. （F
n.16

）, vor §
2197, R

dnr.43-52.
（
１２２
）　Staudinger/ R

eim
a

n
n

, a.a.O
. （F

n.16

）, vor §
2197, R

dnr.45.
（
１２３
）　R

eim
a

n
n

, a.a.O
. 

（F
n.58

）, S.589. 

実
際
にA

kadem
ie für D

eutsches R
echt

に
よ
っ
て
、
職
務
の
監
督
の
強
化
と
継
続
的
な
執
行
の
制
限
に
重
点
が
置
か
れ
た
法

改
正
案
が
出
さ
れ
て
い
た
。




